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第２回 那賀川流域住民の意見を聴く会（阿南市第二会場） 

2007.3.18 

 

１．開会 

 

○司会 

それでは、定刻になりましたので、会を始めたいと思います。 

本日は、休日の日曜日にもかかわらず、ご参加をいただきまして誠にありがとうございま

す。定刻となりましたので、ただいまから「第二回那賀川流域住民の意見を聴く会（阿南

市第二会場）」を開催させていただきます。 

私は、本日の司会を務めさせていただきます、国土交通省 四国地方整備局 河川計画課

で課長補佐をしております岩男です。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは会議に先立ちまして、まず配布資料の確認をさせていただきたいと思います。 

受付でお渡しいたしました封筒の中身をご覧下さい。 

封筒の中身ですが、まず始めに、A4の紙で「議事次第」が入っております。次に、同じくA4

の紙で「那賀川流域住民の意見を聴く会について」という紙が入っております。それからA4のホ

ッチキスでとめた冊子になっておりまして、「那賀川水系河川整備計画【素案】に係る「ご意見

・ご質問」について」が入っております。 

それからA4冊子になっておりまして、「那賀川水系河川整備計画【修正素案】」がございます。

それからパンフレットですけれども、「安全で安心できる那賀川水系の未来が拓ける川づくり」

がございます。 

それからホッチキスとめのA4ですけれども「那賀川水系河川整備計画【修正素案】（用語集）」

がございます。 

それと最後に「那賀川水系河川整備基本方針」というA4の冊子がございます。 

配付いたしました資料は以上でございます。不足がございましたら、お近くの係員までお申し

付け下さい。 

次に、参加者の皆様にお願いがございます。 

本日の会は公開で開催されておりまして、後日議事要旨、議事録を作成いたしまして、発

言者のお名前を伏せた上でホームページに公開するよう予定しております。ご理解の程よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、本日の会の進行についてご説明いたします。 

本日は、まず、事務局より河川整備計画【修正素案】などについてご説明をさせていただ

きます。その後、一旦休憩をとりまして、その後皆様からのご意見・ご質問をいただくこ

ととしております。 

全体で３時間程度を予定しており、長時間ではございますけれども、ご協力の程よろしく
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お願いいたします。 

また、会場の入り口の方に、意見記入用紙を準備しておりまして、もし本日ご意見がいた

だけなかった場合には、このご意見記入用紙等を活用いただきまして投函いただければと

思います。 

また、会場の後ろの方、意見記入用紙投函箱の横にお茶をご準備しておりますので、休憩

時間などご自由にご利用いただければと思います。 

 

 

２．挨拶 

 

○司会 

それでは、お手元の議事次第に従いまして、会を進めさせていただきます。 

まず始めに、開会にあたりまして、国土交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所 所

長の小野より、ご挨拶申し上げます。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

皆さんこんにちは。那賀川河川事務所 事務所長の小野でございます。日頃は河川行政に

ご理解とご協力をいただきまして、心より御礼申し上げます。 

また本日は那賀川流域住民の意見を聴く会を開催しましたところ、流域住民の方々におか

れましては休日で何かとお忙しい中ご参加いただきまして、重ねて御礼申しあげます。 

さて、那賀川水系河川整備計画は、平成 16 年 10 月にまとめられました「那賀川流域方ラ

ム 2030」の提言を踏まえまして、昨年４月に策定した那賀川水系河川整備基本方針に基づ

き、11 月 22 日に那賀川水系河川整備計画【素案】を発表させていただきました。 

そして、12 月には流域住民の皆様方から素案に対してのご意見をいただくため、那賀川流

域住民の意見を聴く会を流域内の４会場で開催するとともに、那賀川学識者会議、那賀川

流域市町長の意見を聴く会も開催しまして、様々な方々からたくさんのご意見をいただい

たところでございます。そこで本会議は、それらの意見をできるかぎり反映しまして作成

しました那賀川水系河川整備計画【修正素案】について、流域住民の皆様方にご意見をい

ただくことを目的としております。 

本日は前半に整備計画【修正素案】についての説明、後半で皆様方から意見を伺う時間と

しております。何卒色々なご意見をいただけますようお願いしまして、私の挨拶とさせて

いただきます。本日は何かとよろしくお願いいたします。 

 

○司会 

小野所長、ありがとうございました。 
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次に、徳島県 県土整備部 参事の佐和より、ご挨拶申し上げます。 

 

○河川管理者（徳島県） 

徳島県で参事をしております佐和でございます。 

本日はせっかくの日曜日でもあり、ご多用の中、本会にご参加いただきましてありがとう

ございます。 

昨年 12 月に公表されました国の平成 19 年度政府予算案におきまして、那賀川の治水・利

水両面の安全度を向上させるため、県が要望を続けておりました、国によります長安口ダ

ム改造事業の建設事業着手が認められたところでございます。今後那賀川の治水・利水両

面の安全度の向上に向けまして、那賀川水系の河川整備計画を一日も早く策定し、これに

基づきまして着実に河川整備を進めたいと考えております。 

本日はできるだけ多くの方からご意見をいただき、「安全で安心できる那賀川水系の未来

が拓ける川づくり」が実現できますよう努めてまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 

○司会 

佐和参事、ありがとうございました。 

 

 

３．議事 

 

○司会 

それでは、引き続きまして議事に入らさせていただきます。 

１）那賀川流域住民の意見を聴く会の進行について 

２）那賀川水系河川整備計画検討の進め方 

３）那賀川水系河川整備計画【素案】の概要 

４）那賀川水系河川整備計画【修正素案】について 

を、続けて事務局より説明いたします。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

それでは、那賀川流域住民の意見を聴く会について説明をさせていただきます。私、国土

交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所 副所長の藤岡と申します。よろしくお願い

します。 

皆さんのお手元の封筒の中にもありますし、前にも映し出しておりますので、読み上げて

説明をさせていただきます。 
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１．はじめに 那賀川流域住民の意見を聴く会は、那賀川河川整備計画の策定にあたり、

流域住民の方々から意見を聴き、同計画に反映させることを目的として、国土交通省及び

徳島県が開催するものです。以後、那賀川流域住民の意見を聴く会を同会と、同会の参加

者を参加者と称します。 

２．参加の方法 参加者は那賀川流域の市・町に在住の方とします。会場の都合により参

加者多数の場合は先着順とさせていただきます。参加にあたって事前申し込みは必要あり

ません。 

３．意見の表明 参加者は同会の中で那賀川水系河川整備計画に関する意見を表明するこ

とができます。この時意見表明者は氏名、住所を示すものとします。なお、匿名希望の場

合は、その旨を表明した上で意思表明していただくことも可能です。 

４．他の者の意見の尊重 参加者は他の参加者の意見表明を尊重し、他の参加者の意見表

明を妨げてはなりません。 

５．進行秩序の確保 参加者は同会の秩序ある進行に協力し、会議の妨げとなるような行

為は慎まなければなりません。なお会議の秩序を乱したり、進行の妨げとなるような行為

を行った場合には事務局より退場をお願いすることがあります。 

６．個人情報の保護 個人情報保護の観点から、同会の運営、進行等で主催者が得た個人

情報は秘匿します。 

７．国土交通省・徳島県の責務 国土交通省及び徳島県は同会の開催方針及び運営方針を

決定し、開催及び運営の責任を持つものとします。国土交通省及び徳島県は同会で表明さ

れた意見をとりまとめ、那賀川水系河川整備計画策定にできるかぎり反映する責任を持ち

ます。 

以上となっておりますので、ご協力をお願いいたします。 

続きまして、那賀川水系河川整備計画検討の進め方につきまして、説明をさせていただき

ます。 

那賀川流域では平成 14 年から平成 16 年にかけて、流域住民が河川整備の方向性を考える

「那賀川流域フォーラム 2030」を開催し、平成 17 年 10 月に提言書がまとめられました。

これを踏まえまして、昨年の４月に那賀川水系河川整備基本方針を策定しております。こ

れらを踏まえまして、那賀川水系河川整備計画【素案】を昨年の 11 月に公表し、学識者会

議、そして流域住民の意見を聴く会を阿南市で２カ所、那賀町で２カ所開催いたしまして、

那賀川流域市町長の意見を聴く会を開催いたしております。 

そして、それらの会場でいただいた意見をできるかぎり反映したものとして、那賀川水系

河川整備計画【修正素案】を今年の２月に公表いたしました。そして、現在、那賀川学識

者会議を３月７日に開催いたしまして、那賀川流域住民の意見を聴く会を阿南市、そして

那賀町で２会場、そして阿南市で本日、２会場目を開催するに至っております。そして、

那賀川流域市町長の意見を聴く会を開催致します。そして、それぞれの会場で得られた意

見をできるかぎり反映し、那賀川水系河川整備計画案を作成いたします。そして、徳島県
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知事、流域市町長の意見をお伺いしまして、那賀川水系河川整備計画を策定することとし

ております。 

それでは、那賀川水系河川整備計画【素案】の概要について説明をさせていただきます。

これは昨年の 12 月に皆さんにご説明したもののうち、今後 30 年間でどういうものを実施

するかということのメニューについて、説明をさせていただきたいと思います。本日初め

て参加の方もおられると思います。また前回から参加されている方はおさらいということ

で、聞いていただけたらと思います。 

基本理念でありますが、フォーラムでの提言などを踏まえまして、「安全で安心できる那

賀川水系の未来が拓ける川づくり」としております。 

具体的には、洪水や渇水に対して心配のない川づくり、河川環境に配慮し、環境に恵まれ

た川づくり、砂レキが復活し、清流が流れる川づくり、産業が栄える川づくりを目指すこ

ととしております。そしてこれらを行っていくためには、関係機関の皆様とか、流域住民

の皆様方と情報を共有し、連携して、治水・利水・環境にわたる施策を総合的に行ってい

くということとしております。 

次に、河川整備計画の対象区間でありますが、赤で塗られたところが那賀川流域となって

おります。そして、この中（修正素案 68 ページ～76 ページ河川整備計画の対象区間）の水

色で塗られた河川が対象区間となっております。国が行う区間は、那賀川は河口から上流、

阿南市十八女町の十八女橋付近まで約 18km の区間と、桑野川は派川那賀川を含みまして、

河口から上流阿南市長生町の長生橋付近約 10km の区間となっております。県の区間は、国

の区間以外の、那賀川、桑野川、それとそれに流入する支川ということになっております。 

対象期間は概ね 30 年ということになっております。 

そして、この計画は一度作ると 30 年間この計画のまま進んでいくということではなくて、

河川整備の進み具合であるとか、大きな災害が起きたとか、社会経済情勢が変わったとか、

新しい考え方ができたとか、新しい技術開発ができたといった時には必要な見直しを行っ

ていくということとしております。 

次に、那賀川の治水の実施メニューですが、洪水を安全に流下させるための対策というこ

とで、戦後最大洪水を安全に流下させるための対策を実施するということにしております。

那賀川では持井、深瀬、加茂、この３カ所が堤防の無い箇所となっておりますが、この３

カ所の堤防を完成させることとしております。現在深瀬箇所で事業を実施中であります。 

堤防の整備をしてもなお洪水を安全に流すことができない所では、川の中の木を切ること

を行います。その場所は南岸堰の上流と加茂谷橋の上下流付近であります。そしてこれが

堤防になりますが、その洪水がこういった所を流れるんですけれども、その主要になるこ

ういった所（修正素案 94 ページ図-4.1.3 の説明）に生えている木を切るということであり

ます。 

河道の掘削は川の中を掘削するということですけれども、堤防を造ったり、木を切っても

なお洪水が安全に流れることができない所では川の中を掘るということを行います。その
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場所は、南岸堰から上流の所であります。そして、その掘り方ですけれども、川に住んで

いる魚類を中心とする動植物、川にある瀬、淵を大幅に変えることのないように、普段は

水から上の箇所のこういった所（修正素案 94 ページ図-4.1.3 の説明）を掘削をするという

ことにしております。 

局所洗掘対策ですが、これはどういうことかと申しますと、この写真（修正素案 99 ページ

那賀川の交互砂州の様子）を見てもらったらわかるように、那賀川はこういうふうに折れ

曲がって流れております。ですから、流れが堤防にぶつかる所では、このように洪水時に

は掘れる。これが堤防なんですけれども、これが掘れて、進むと、堤防がやがて壊れてし

まうというようなことになります。そういったことで、護岸の根本が掘れて、護岸が崩れ

かけているというような状況が起こります。そういった時に、被災履歴とか災害の規模な

どを判断して適切な工事を実施していくということとしております。 

堤防漏水対策ですが、この堤防漏水というのはどういうことかと申しますと、那賀川の堤

防は比較的古い時代にできた堤防が多くて、川にある砂利といったもので盛られた箇所も

あります。それと、あと、この堤防が載っているこの下の地盤ですが、この地盤が昔、川

が流れていた所、ですから砂利のような水をよく通すような所であった所に堤防ができた

というような所も多くありまして、洪水で川の水が高くなりますと、それが堤防に地盤か

ら入る。そして裏側、家がある側の方から水が吹き出してくるということを“堤防漏水”

と言っておりますが、こういう現象が起きますので、そういった所の対策をしていくとい

うことでありまして、この赤い箇所について整備期間中に実施するということであります。 

そしてこの青い箇所については、今現在実施していたり、もうすでに終わった所となって

おります。黄色い所は赤い箇所に比べるともう少し安全であるというような箇所になって

おりますけれども、今後の出水、洪水の状況によりまして、裏から水が出るといったこと

が起きた時には災害復旧等で対応していくということとしております。 

内水対策ですが、内水対策というのはどういうことかと申しますと、これ（修正素案 102

ページ図-4.1.12 の説明）は吉井地区なんですけれども、堤防で締切りが行われました。そ

うすると、那賀川からの洪水被害はあまり受けにくくなるんですけれども、支川熊谷川が

那賀川に流れ込んでいるんですが、那賀川の水位が高くなると、熊谷川の水が流れにくく

なって、熊谷川が氾濫し、家が浸水するような被害が起きております。そういった所では

ポンプを造りまして、熊谷川の水、支川の水を那賀川に強制的に排出するということをし

て、浸水被害を軽減するということであります。そして、これ以外の箇所でも、那賀川河

川事務所は排水ポンプ車(車に排水ポンプを積んだもの)を２台配備しておりますので、内

水被害のある箇所があればそういったものを持って行って排出するということも行います。

また施設の古くなったものについては更新をしていくということとなっております。 

大規模地震・津波等への対策ということで、東南海・南海地震対策についてでありますけ

れども、河口部にあるような水門、樋門などについては、地震の揺れ、津波に対して安全

であるかどうかの確認を行いまして、必要があれば対応を行っていくということでありま
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す。また、津波が侵入する恐れのある河口部の堤防につきましても、堤防の安全度、堤防

が乗っている地盤などを調査しまして、必要があれば対策を行っていくということであり

ます。 

ダムによる実施メニューでありますが、流域で唯一の洪水調節機能を持つ長安口ダムにつ

きましては、ダム機能の強化を行うため、徳島県管理から国土交通省管理に移管する予定

としております。 

ダムによる洪水調節ですが、既存の長安口ダムを最大限有効活用するということで、洪水

調節容量の増大、堆積土砂の除去、長安口ダムの放流能力の増強、操作ルールの見直しな

どを行うこととしております。洪水調節容量の増大ということでは、今現在 1,096 万 m3あ

りますが、これを整備計画では 1,200 万 m3、約 100 万 m3増やすこととしております。 

この洪水調節容量と申しますのは、ダムの上流で雨がたくさん降って洪水がきた時に、こ

こに洪水を溜めまして、入ってきた量よりも少ない量をダムから流し、下流の洪水を軽く

するということであります。ですから、ここの洪水調節容量が大きいほど洪水調節効果が

大きくなるということであります。 

堆積土砂の除去ということですが、長安口ダムの洪水調節機能などを確保するため、主と

して長安口ダム貯水池上流において、土砂の除去を行うこととしております。 

これ（修正素案 98 ページ図-4.1.7(1)）がイメージ図ですが、これが長安口ダムでありま

して、こちらが上流貯水池になっております。そして今現在、ダムの貯水池の中に、約 1,

500 万 m3の土砂が堆積しております。整備計画におきましてはもうすでに溜まっているから

この 1,500 万 m3は許容すると。それ以外の所で洪水調節容量であるとか下流に必要な水を

溜めておくということを計画しております。そして、上流で土砂を除去するんですけれど

も、どうしてもダムに入ってくるものもありますので、将来の堆砂容量として約 240 万 m3

を確保しております。 

そして土砂を除ける場所につきましては、ダムの貯水池の上流、こういった所で掘削をい

たしまして、洪水によって土砂が入ってきた時にこういう所へ留めて、ダムにはできるだ

け入らないようにしておくということでありまして、掘削した土はどうするのかというと、

一部は運搬し、ダムの下流の川の中に置いておきまして、洪水でその砂利を下流に流して

いくということで、砂レキの復活であるとか清流の復活を目指していくこととしておりま

す。 

長安口ダムの放流能力の増強ということで、今現在、長安口ダムはここ（修正素案 97 ペー

ジ長安口ダム改造の説明）の水色になっておりますけれども、ここにゲートが６門ありま

す。これによって洪水調節を行っております。これを“クレストゲート”と呼んでおりま

すが、これで洪水調節を行っております。これが比較的ダムの高い所にあります。ですか

ら、今回は今のゲートよりも少し低い位置に新たな放流口を設けるということであります。

これは“オリフィスゲート”と呼んでおりますが、そういったものを設けて大規模な洪水

にも対応できるようにしておくということであります。 
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そして、長安口ダムの操作ルールの見直しということで、長安口ダム下流における河川整

備の状況に応じて、ダム操作ルールを適宜見直していくということにしております。 

桑野川の治水の実施メニューでありますが、桑野川につきましても、戦後最大洪水を安全

に流すための対策を行うということであります。桑野川にも堤防の無い箇所が３カ所あり

ますが、そのうち会下、石合箇所につきましては、堤防を整備するということにしており

ます。そして、もう１カ所、オワタ箇所につきましては、桑野川沿いに宅地、住居があり

ますので、その住居を囲むような輪中堤であるとか、宅地を嵩上げするということを地元

と調整を図りながら進めていくということにしております。 

河道の掘削ですが、堤防を整備してもなお洪水を安全に流すことができないという箇所に

つきましては、川の中を掘るということをします。宝橋から上流大津田川の合流点付近ま

での間につきまして掘削を行います。これも那賀川と同様、普段は水から上の所を掘削す

ることとしております。 

内水対策でありますが、今現在、桑野川と岡川の合流点付近の川原と桑野川と大津田川の

合流点付近の大津田に、内水対策としてポンプを整備中でありますが、これを完成させる

ことにしております。 

防災関連施設の整備ということで、私どもは先程から申していますように、堤防を整備す

るとか、地震対策としての補強、あるいはダムでの治水機能を向上させるなどということ

を行ってはいきますが、地震とか洪水はその整備をしている時にでもやってきますので、

そういった時の被害を軽減するというようなことで、緊急復旧資機材の備蓄基地、水防倉

庫、周辺の住民皆様方の避難場所として利用できるような河川防災ステーションを阿南市

宝田町井関に設けることにしております。 

利水の実施メニューですが、長安口ダム及び川口ダムの容量配分の変更により、和食地点

において、かんがい期概ね 32m3/s、非かんがい期概ね 14m3/s を確保して、利水安全度を現

在の１/3～1/4 から 1/7 に向上するということとしております。 

長安口ダムではどういうことを行うかと申しますと、これが現在の状況でありますが、現

在は発電容量と不特定容量ということで、発電に優先的にできるような利用となっており

ます。この“発電容量”というのは、発電に利用するためにダムに水を溜めておく容量。

“不特定容量”というのはどういうものかと申しますと、下流の河川で必要な量というこ

とで、那賀川に住んでいる魚を中心とした動植物の生育の環境を守るための量であるとか、

あるいは広く水利用されております農業用水、工業用水などに利用されるものを溜めてお

く容量を“不特定容量”と申しております。ですから、現在は発電に優先される部分も溜

めておりますが、整備計画ではそういった発電専用というのは無くしまして、下流に必要

なものだけを溜めるということにしておりまして、皆様方の素案、修正素案の中に“従属

発電”という言葉がありますけれども、これは下流に必要な水を利用して発電をするとい

うことで、発電専用ということではなく、下流に必要なものを利用して発電を行うことを

“従属発電”と申しております。長安口ダムでは発電専用の容量というのは無くして不特
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定容量とすること、それを利用して従属発電を行うことにしております。 

川口ダムではどのようなことを行うかと申しますと、これが現在の川口ダムでありますけ

れども、底水容量約 460 万 m3あるんですけれども、これは普段使われてない容量となって

おりますが、整備計画ではこのうちの 420 万 m3につきまして、不特定容量、下流に必要な

水として利用するということにしております。このような長安口ダムと川口ダムの容量配

分、発電の仕方を見直しをするというようなことで、利水安全度を 1/7 に向上させる。こ

の利水安全度を 1/7 に向上させるということは、今現在３～４年に１回水不足と言います

か、ダムが空っぽになっているということなんですけれども、それを７年に１度程度に向

上させるということであります。 

河川環境の整備メニューといたしまして、洪水等で濁水が長安口ダムに入ってきまして、

それを発電から放流するということで、下流の河川では濁水の長期化などが問題となって

おります。そういったことに対応するため、選択取水設備を設置するということにしてお

ります。先程も説明しましたが、これはダムの上流で堆積している土砂を掘削しまして、

このように川に置きまして、これを洪水で流して、下流の河川に供給するということで、

レキ河原の復活、清流の復活を目指していくということにしております。 

最後になりますが、那賀川の下流域はコンクリートのブロックであるとか、コンクリート

の護岸ということで非常に景観を損ねているとか、そこに生息している動植物にあまり良

くないのではないかというようなことも言われております。そういったことから、水際部

分についてはできるかぎり空隙のあるようなものであるとか、現場にあるような石を利用

して、こういった護岸を造っていくということで、周辺環境、動植物への環境、景観など

に配慮したものを整備していくということにしております。 

以上で国土交通省が今後 30年間行っていく事業のメニューにつきましての説明を終わらせ

ていただきます。 

 

○河川管理者（徳島県） 

続いて、県の方から説明させていただきます。私は県の河川課で係長をしています徳永と

言います。よろしくお願いします。 

この後修正素案についても説明を続けていく訳ですけれども、私と国の方と担当者がここ

で入れ代わりますけれども、その点をご容赦ください。それでは始めさせていただきます。 

まず、県管理区間なんですけれども、那賀川では阿南市十八女町から上流、桑野川は阿南

市長生町から上流で、派川那賀川を除く支川、74 河川約 330km を県で管理しております。 

今回の整備計画に位置付けているのは、赤の文字で書いているところでありまして、那賀

川では十八女地区、水井地区、和食地区、土佐地区、平谷地区、出原地区の６地区になり

ます。桑野川の方では、桑野川、岡川、畑田川、大津田川、廿枝川、南川の６河川を位置

付けております。 

まず、那賀川の和食地区でございますけれども、国の計画と整合を図り、河道整備流量 8,
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200m3/s を安全に流し、家屋浸水を防ぐということで、比較的地盤の高い所に浸水防止施設

を造って整備したいというふうに考えております。 

十八女地区、水井地区、土佐地区におきましては、堤防整備によって宅地の消失を防ぐと

いうことで、輪中堤、宅地嵩上げによる整備を考えております。 

それから出原地区につきましては、那賀高校（木頭分校跡）の辺りから出原橋までの間で、

基本的には堤防を整備することで家屋を浸水から防ぎたいというふうに考えております。

部分的には、特に流れが悪い所で川を一部掘るようなことも考えております。 

平谷地区に宮ヶ谷川というのがあるんですけれども、ここでは極力家屋移転が少なくなる

ような形での堤防の整備をやっていきたいというふうに考えております。 

桑野川ですけれども、桑野川は、国管理区間の上流端、阿南市長生町から上流新野町岩戸

橋付近までの約 11km について堤防の整備を行っていきます。 

岡川につきましては、文化橋から県道阿南勝浦線の下大野橋までの約 3.4km について川を

広げて堤防の整備を行うことにしております。 

畑田川につきましては、岡川の合流点から上流の久留米田川の合流点までの約 1.8km につ

いて川を広げて堤防の整備を行いたいというふうに考えております。 

大津田川につきましては、桑野川の合流点から上流の市道橋の所まで約 1.5km になるんで

すけれども、川を広げるような工事をしたいと考えております。 

それから廿枝川ですけれども、桑野川の合流点から上流廿枝橋までの約 0.7km について川

を広げるというようなことを考えております。 

南川につきましては、桑野川の合流点から上流の市道橋まで約 1.2km になるんですけれど

も、川を広げていくような整備を考えております。これらの工事の実施の際には、当然、

既存の環境の復元、回復に努めるなど自然環境には十分配慮しながら工事を進めていきた

いというふうに考えております。以上です。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

那賀川河川事務所 調査課長の野本でございます。今から整備計画の修正素案で、どこを

修正したのかというところをご説明したいと思います。 

まず、国の管理区間の部分を説明させていただきます。河川整備計画【素案】を知ってい

ただくということが大事だということで、広報ということで、我々のホームページにも今

の修正素案を出しておりますけれども、他にも後ろに置いてありますが、我々が新聞に折

り込みをしております「那賀川倶楽部」を使って、整備計画の進め方や、内容、整備計画

で住民の皆様方からこんな意見が出たよということ、それから今回の住民の意見を聴く会

などの周知等々、この那賀川倶楽部を使って、まず皆さんに周知させていただいていると。

これご報告であります。 

そして、１回目の皆様方からの意見を聴く会、11 月 28 日に学識者の方々、そして 12 月の

２日、３日、９日、10 日と４会場に分けまして、流域の住民の皆様からの意見を聴く会、
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そして 12 月 19 日には流域の市町長からの意見を聴く会を開催しました。これを１回ずつ

どんな意見が出たかということをおさらいしながら説明したいと思います。全ての意見を

ここでご紹介できる訳ではないということをご了解ください。 

まず、11 月 28 日の那賀川学識者会議。この時には、先程説明しましたけれども、河川整備

計画が 30 年間のメニューということで、もう少し優先順位があっていいのではないかとい

うようなご意見、治水利水と森林の関わりについて記述が欠落しているのではないかとい

うようなご意見、環境について現状の課題でもう少し客観的な裏付けを持って書いたらい

いのではないかというようなご意見、長安口ダムの堆砂については時系列に考えて書かな

いといけないのではないかというようなご意見、選択取水設備の操作方法については河川

環境の影響を考慮して考えなければいけないというようなご示唆をいただきました。当日

の新聞はこういうようなことで出ております。 

そして、12 月２日。これは阿南市の方で開催させていただきまして、この時には長安口ダ

ムに排砂バイパスを検討して欲しい、河川工事について優しさを持って欲しいとか、水質

が悪化している岡川などは早急に検討して欲しい、緊急に必要と思われる事業については

優先順位をつけてください、それから新規ダムの検討も視野に入れてはどうかというよう

なことで、当日の新聞はこういうふうな状況です。 

それから 12 月３日、これは那賀町、旧の鷲敷町の方で開催させていただきました。この箇

所では長安口ダムの堆砂の土砂を下流へ流して欲しい、排砂バイパスを造って下流へ土砂

を流して欲しい、和食地区の具体的な計画とその着手時期はいつなのかというようなご意

見、ダムから下流の十八女町辺りまでは砂利が無くなって岩盤ばかりで魚はいないぞとい

うようなご意見、それから住民の対話の機会を持って早く計画を実行に移して欲しいとい

うようなご意見、当日の新聞はこういうような状況でした。 

そして 12 月９日、これも那賀町、旧の上那賀町の方で行いました。この時には排砂バイパ

スを造って下流へ土砂を流して欲しいというようなご意見、それから長安口ダムの中の浚

渫というのは入っているのかというようなお話、それから小見野々ダムの堆砂による浸水

対策をやって欲しいというようなお話、それからダムがなければ昔の清流が復活して海ま

で土砂が流せるんだというようなご意見、それから小見野々ダムの堆砂問題は国、県、四

国電力との対応をきちんと明確にして欲しいというようなご意見、当日の新聞記事はこう

いうふうな状況でした。 

12月10日、阿南市旧の羽ノ浦町で行いました。この会では現在利水安全度が1/7の計画なん

ですが、1/10に上げて欲しいというようなご意見、堆砂問題については排砂バイパスが可

能かどうか検討して欲しい、加茂地区の対策など必要な所についてはお金を投じて欲しい

、ダムの連携操作について記述がないのではないかというようなご意見、大津田川のポン

プをもっと大きくして欲しいというようなご意見でした。 

それから12月19日の市町長の会、２市２町の市長さんと町長さんに出ていただきました。

阿南市長さんからは、加茂箇所の支川改修方式について早く決定してやって欲しい、小松
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島市長からは堤防の漏水対策をきっちりとやって欲しい、那賀町長からは、長安口ダムの

堆砂対策に排砂バイパスを検討して欲しい、美波町長からは、国、県、市、町、住民が連

携することが大事だ、これ以外にもたくさんのご意見をいただきました。当日の新聞はこ

ういうふうな状態です。 

今が１回ずつのご意見で、それを数的にまとめたものがこれでございます。１回目の学識

者会議、ここは傍聴者ということになりますが、それから流域住民の意見を聴く会、１回

～４回までこのような人数の方に来ていただきまして、全体的には290人、300人弱で、出

てきた意見が、分けさせていただいておりますけれども202件でございます。 

それと、会場でお話になった以外の意見、例えば、後ろに置いてあるような意見記入用紙

、郵送できたもの、ハガキできたもの、ファックスできたものをとりまとめますと、35件

、トータルで237件の意見をいただきました。後で説明しますが、当日住民の方からのご意

見には一つ一つお答えをしたんですけれども、これを我々の回答と言いますか、それをま

とめる形でお答えするということで冊子を作っております。 

そのまとめ方として、５つの項目にまとめさせていただいて、整備計画全般のこと、洪水

のこと、水の利用のこと、河川環境のこと、維持管理のことみたいな分け方で分けさせて

いただいております。そんな中で素案から修正素案にいくまでに、修正をした箇所４つの

項目が大きく変わったところでございます。 

まず堆砂対策、これは今もご説明しました通り、各会場で必ず出てまいりました。ご意見

としては、長安口ダムの堆砂対策については我々はダムの上流で土砂を掘削して採るとい

うことを今考えているんですけれども、洪水の力を利用して土砂を下流に流す排砂バイパ

スなどの対策がいいのではないか、これをやって欲しいというご意見でした。 

対応としましては、ここに長々書いてありますけれども、我々としましても排砂バイパス

などの検討については、これまでにも実施してまいりました。ただ他ダムの事例も少ない、

我々が相手にする土砂の量が非常に多い、粒径も大きいなど色々な条件があります。そん

な中で今後もこれは検討していかなければすぐに実施できることではないというふうに当

日も回答させていただいておりまして、その考え方を持って今後も流域全体の課題を視野

に入れた対策の検討を引き続き行っていきたいと考えています。 

そこの中で、流域全体の課題を視野に入れた対策とはどんなものがあるかと言うと、一つ

はダムの中に土砂を入れない、土砂を抑えるような植林、砂防であるとかというようなこ

と、入ってしまったものを採るというようなこと、皆様方からの意見の多い、ダム湖を通

らずに洪水時に土砂を下流へ流すという排砂バイパスと言われているようなもの、それか

らダム湖の中を通って下から出す排砂ゲートのようなもの、それから溜めてしまうという

ようなことも含めて色々な対策が考えられます。 

そんな中で、我々の修正素案としては、修正素案の 96 ページに、長安口ダムの治水容量の

確保という観点から「なお、長期的な堆砂対策については、今後も効果的・効率的な対策

となるよう排砂バイパスなどを含め、流域全体の課題を視野に入れた対策の検討を引き続
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き行う」というふうに修正させていただきました。 

次は、森林の取り扱いでございます。 

これについては、治水と利水、要は川に関わることは森林との関わりが大きいので、その

関わりについて記載が欠けているというようなご意見でした。河川管理者としても森林の

色々な機能が大事だというふうに考えておりまして、ただ我々の整備計画というものは、

川の事業ということで書かさせていただいていますので、我々が直接森林対策をどうと言

うことはできないということなんですけれども、前向きにということで、これから河川管

理者として協力できることなどを書くということで、宿題というような意味も含めて、「5.

今後に向けて」という中に書いております。                             

どういうことかと言うと、森林には今あったようなたくさんの機能があります。その中で

我々が河川の仕事をする場合に、特に必要な機能は土砂災害の防止、要は土砂を止めると

いう機能、それから水を溜めたり、洪水を調節したり、低減させたりというような水源か

ん養機能。特に水源かん養機能が整備計画では重要な機能になってまいります。 

水源かん養機能については、色々な研究がなされていて、我々が今知り得ている状況では、

たくさん木が生えて、森林が茂ると洪水は少し低減させ、洪水の量を抑えることができる

というふうに言われています。しかしながら、逆にたくさん生えすぎると地下までしみ込

まない場合があったり、蒸発したりするというようなことで、この辺りがマイナスになる。

ということは機能的に相反する機能が存在する。森林がただどんどん茂ればいいというよ

うなことではないということでございます。 

そういうことを踏まえて、我々の整備計画でどう考えているかというところを長いんです

けれども、ここに書いております。本整備計画は、流域の大部分を占める森林について現

状の機能が維持されることを前提に計画されている。しかしながら、那賀川流域の森林は

色々な状況で、現状の森林の管理がなかなか難しい状態にある。そういう状態が続いてい

くと、今言ったような機能が低下する可能性がある。そこはまずいので、そういう維持し

ていく方々と我々も連携をしながら、森林の維持増進に努めていくというようなことを書

いております。具体的にはこういった六丁の森などは流域で植林をやっておりますけれど

も、こういうことを流域の皆様、例えば下流の方々が上流の森林を植えに行ったりという

ようなことに対して、我々も支援と言いますか、協力をしていこうというような考え方で

おります。 

それから、河川環境のあり方について。 

これについては、主に学識者の方から河川環境にもう少し踏み込んで書くべきではないか、

色々調べた結果があるでしょうということを言われております。特に特徴的な生物などを

出して、その箇所がどういうふうな状況にあるのかを見るべきだというご意見でした。 

我々が今、那賀川を分けているのは、イコスの堰までの汽水域、十八女までを下流域、川

口ダムまでを中流域、それから上を上流域、あと桑野川という５つの箇所に分けて環境に

ついて課題と言いますか、現状をまとめてあります。その中に今回このような特定種、レ
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ッドデータブックといったものに書かれてある貴重な種類ということで、我々が水辺の国

勢調査などで調査をした結果をもとにどんなものがいるのか。 

例えば、ここでは潮止め堰、イコス堰から河口までの潮の入っている区間でどういうもの

がいるのかということを書いてあります。ここで特徴的なのは魚類で言えば、ハゼ類がた

くさんいる。特に大橋から下流の左岸側はワンドや干潟で生活するハゼ類、カニ類がいる

ということは、こういった書きぶりで「確認された特定種には干潟やワンドを生息域にす

る魚類や甲殻類が多く、干潟やワンドを中心としてモニタリングすることによって環境保

全に努める」というような課題となっております。 

以下、潮止め堰から上についても同じように書いております。それから中流域についても

同じような書き方、上流域についても同じです。桑野川についても同じこういう状態です。 

最後に、ここからは事業の優先順位、30 年間の事業ということであまりにも長いので、も

う少しどういうふうな順番でやるのかということをお見せしないとわからないではないか

と言われておりました。今回それについて、我々のできるかぎりお出しするということで、

対応としては、順番を出せる部分については出しております。 

整備の順番としまして、直轄管理区間、十八女から下流です。現在事業中であります深瀬

箇所の築堤、その対岸の加茂、その下流の持井の３カ所が築堤事業の代表する箇所です。

これを最優先に、深瀬、加茂、持井とやっていく。それと並行して来年度から長安口ダム

の改造、これは長安口ダムの改造をしますと、全川に洪水の低減効果が出ますので、この

事業を最優先にやっていく。築堤ができましたら、樹木伐採、河道の掘削、川を掘るとか、

木を切るといったところをやっていく。そしてご当地の近くの下流域については局所洗掘

対策や漏水対策が主なメニューになりますけれども、これについては現在も事業をやって

おりますけれども、必要な箇所から引き続きどんどん事業をやっていくというような形で

考えております。 

そして、大規模地震・津波対策については、どこがどのぐらい危ないのかというようなこ

とまで踏まえて検討が必要ですので、これから必要な箇所について検討して、一番必要な

箇所から優先的にやっていく。地震と津波対策は一緒にやっていく。大規模地震について

は、例えば堤防を固めるということだけではどうしても追いつかない部分がありますので、

ソフト対策も含めて津波対策をやっていくというような考えを持っています。 

それから、桑野川については、これも現在やっております左岸側の引堤事業、富岡の橋か

ら長生橋の辺りまでの引堤事業と、大津田川と川原の排水機場をとにかく早くやる。それ

とともに、同じ時期に河川防災ステーション、これは対岸の宝田井関という前の自動車学

校の所ですけれども、ここに防災ステーションを整備していく。そして、その後、対岸の

無堤部でありますオワタ、会下、石合といった箇所の築堤もしくは輪中堤をやっていく。

それが終わりましたら、川の中を掘削をするというような考え、先程本川でもありました

ように、大規模地震・津波対策については必要な箇所からやっていくというような考え方

を持っています。ここから優先順位について県の方とバトンタッチします。 
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○河川管理者（徳島県） 

引き続いて、県の方から説明させていただきます。 

まず、那賀川の県管理区間につきましては、浸水被害の発生状況、長安口ダムの改造によ

る効果を早期に発現させるということで、この整備計画ができた後、和食地区、出原地区、

平谷地区について事業化に向けた準備を進めていきたいというふうに考えております。 

残る十八女、水井、土佐の３地区につきましては、和食地区などの進捗状況、予算の状況、

浸水被害の発生状況などを考慮して順次進めてまいりたいというふうに考えております。 

続いて桑野川の県管理区間におきましては、現在事業を実施しております桑野川、岡川、

大津田川の３河川の整備を優先して実施し、早期完成を図ってまいりたいというふうに考

えております。 

残る畑田川、廿枝川、南川につきましては、現在事業を実施している河川の進捗状況、浸

水被害の発生状況、上下流のバランスなどを考慮して順次整備を進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

先程の国の分と合わせまして、修正素案の 91 ページに説明したようなことを「4.河川整備

の実施に関する事項」のところに記述しておりますので、また後でご覧になってください。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

先程の４つ以外のご意見に対する修正、４つ以外にもたくさんご意見をいただきまして、

たくさん直しております。一つ一つ少し時間がかかりますけれども、ご説明させていただ

きます。 

一つは各会場でよく言われましたわかりやすい用語・表現の改善。我々がこうやって説明

をしている中にもたくさんの河川用語と言いますか、専門用語が出てまいります。素案の

中にもわかりにくい言葉がどうしても出てまいります。一つはわかりやすい用語への変更

ということで、こういった“出水”を“洪水”にするとか、“内水”を“排水できずには

ん濫した水”といった書き方で修正をさせていただいているとともに、私もこうやって説

明させていただく中で、できるだけ皆様方にわかりやすい言葉使いを徹底してやってまい

ったつもりでございます。 

そして、もう一つはこの修正素案の中にもまだわかりにくい言葉が出てまいります。それ

はお手元にお配りしておりますけれども、「那賀川水系河川整備計画【修正素案】用語集」

といったものの中に、ページと、例えば読んでいてわかりにくい言葉があった時にはこち

らを引いていただければどんなことだということがわかるような、辞書的なものを入れさ

せていただいております。そういった変更をしております。 

それから、情報の共有と住民との連携・協働が大事ではないかというご意見でした。特に

情報が、素案の中では、官から民へみたいな一方的な情報提供になっているというような

ことでした。回答としましては、ご指摘をいただいた通り、一方通行の情報ではだめなの



 16

で、住民からの情報を迅速に収集する双方向の情報共有を行うことが大事だという認識を

持って、修正素案で書き直させていただいております。 

例えば素案の 149 ページ「1)河川情報の収集・提供」というところの中に加えて、「一般

住民からの具体的な被災情報等は減災対策に極めて重要な情報であることから、それらの

情報を迅速に収集するシステムの整備に努める」といった書き方をさせていただいており

ます。以下のところにも同じような書き方で修正をさせていただいております。157 ページ

の「5-2 河川情報の発信と共有」の中にもこういったことで修正をさせていただいておりま

す。 

それから、ダムの操作ルールについてというご意見でした。 

これは長安口ダムにオリフィスゲートを設置して計画通りにダム操作を行うと、4,000～5,

000m3/sぐらいの日頃起こっている中小洪水にメリットが少なくなるのではないかというよ

うなことでした。我々の長安口ダムの操作ルールについては、ジェーン台風規模の洪水を

安全に流下させるような計画をしていると、ただし下流の堤防がない部分に対策をしない

時には、そのルールにすぐに変更するということではないと考えておりまして、具体的に

は、現在 2,500m3/s である洪水調節開始流量、これも難しい言葉なんですが、要はダムが水

位を溜め始める時、ダムがカットを始める流量が現在は 2,500m3/s からです。整備計画が完

了した後と言いますか、堤防が全てできて、ダムの改造が終われば引き上げることになり

ます。ただし下流の河道の対策が進むごとに段階的に見直すということで、下流河道がで

きないかぎり、ここをどんどん上げていくということではないというふうに書かさせてい

ただいております。 

次に、水利用の合理化についてということなんですが、まとめさせていただいております

けれども、一つは利水安全度です。 

先程説明しましたが、利水安全度というのは節水をしなくてダムが空になる年数で、1/3、

1/4 というのは３年に１回から４年に１回ぐらいダムが空になる。それを７年に１回、1/7

にしましょうというのが利水安全度という言葉で、我々の目標は７年に１回まで引き上げ

ようという目標でございます。そんな中でもう少し上げて欲しいという意見もありました

し、それとともに日頃から水の使い方についてよく考えるべきではないのか、合理化を考

えるべきではないのかというご意見でした。 

我々の回答としましては、今回の整備計画の中でも那賀川で唯一の利水容量を持っている

のは長安口ダムだけということで、それもそれほど大きな容量ではないという中で有効利

用という言葉になっております。それで何とか 1/7 までいくんですけれども、やはり下流

の水を使っている方々が連携をして、これからも合理化を進めていかなければいけないと

いうような意識でおります。 

「5.今後に向けて」で、これも宿題的な今後の課題ということで、「那賀川の限られた水

資源を有効に利用するためには、節水に対する取り組み、節水についての啓発・広報活動

や水利用についての情報共有も不可欠である」といったことで、流域全体の取り組みが必
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要だということを書かさせていただきました。 

それから、那賀川らしいの「らしい」という言葉がよくわからないというご意見でした。

それで今回はらしいという言葉は使わずに、清流が流れ、砂レキが復活したというイメー

ジだということで、「清流が流れ、砂レキが復活した景観」という言い方に変えさせてい

ただいております。 

それから、選択取水設備の設置については、ダム湖内の水の状況をよく見て、操作ルール

などを考える必要があるのではないか、それもごもっともなご意見で、ダムの濁水対策と

いうことだけで放流すると、水温や水質、他の水質の問題もあります。そんなことの中で

よくダム湖の構造を調べて、下流へ悪い影響が出ないようなルールを作っていくというこ

とで、「選択取水設備の運用にあたっては、ダム湖内の濁度や水温などの水質観測を行い

下流環境への影響に配慮した運用を行う」というふうに書かさせていただきました。 

それから河川内の樹木の伐採についてということで、先程流下能力が不足している、要は

川の断面が不足している所の木を切りますと言ったものではなくて、現在近年になって急

に生えてきたような所、例えば古庄の橋の上辺りのアキグミを伐採させていただいており

ます。河川工事で竹林、芽竹のようなものだけを少し切ったとかいった中で、切るなら十

分に研究されているんですか？というようなご意見でした。我々も河川内の植生について

いいこと、悪いことがたくさんあります。そういうことをよく検討した上で伐採する。そ

して、河川環境について、伐採にあたっては特定種などの生息状況などを考慮して切りま

すというようなことを書かさせていただきました。ここからはまた徳島県の方と交代しま

す。 

 

○河川管理者（徳島県） 

すいません。徳島県です。 

まず県の方では、岡川の改修の計画を上流端まで延伸して欲しい、畑田川、準用河川の久

留米田川辺りの管理区間や名称がはっきりしないのできちんと記述して欲しいというご意

見をいただきました。 

岡川につきましては、現在県道の阿南勝浦線の下大野橋まで計画を入れているんですけれ

ども、それから上流の県管理区間はすでにブロック積みで、できておりますので、整備計

画では改修区間とはせずに、適切な維持管理に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

岡川上流端、畑田川の県管理区間の上流端に丸印をつけ、その間が県管理区間です。この

図では、赤の破線になっているんですけれども、準用河川は久留米田川、旧岡川、菱川と

記述させていただきました。素案の 125 ページ、127 ページに岡川の図（図-4.1.39）、畑

田川の図（図-4.1.42）があるんですけれども、それを修正させていただいております。 

それから、岡川の水質についてということで、環境基準の指標であるＢＯＤの値が本川よ

りもやや高いということになっている岡川について水質改善に取り組んで欲しい、汚濁源
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の削減対策の啓発活動について市と一緒になって取り組んで欲しいといったご意見をいた

だいております。水質改善については、当然河川管理者だけでできるものではありません

ので、阿南市、地元の方々と一緒になって取り組んでいく必要があるということで、87 ペ

ージに「3-5 水質の保全」というところがあるんですけれども、「関係機関と連携しながら、

地域住民へ水質保全に関する啓発活動を行い、情報を共有化することによって環境基準を

守ることを目指す」というふうに書かせていただきました。 

それから、小見野々ダムの堆砂についてどのように考えているのか、危険であるとの認識

はあるのかというようなご意見をいただいております。 

小見野々ダムにつきましては、国、徳島県、ダムの設置者である四国電力が協議を行いま

して、この図は平成９年からなんですけれども、平成５年から河床の上昇によって災害が

発生しないように、毎年土砂の除去を行っておりまして、大体６万～７万 m3の砂利採取を

行っております。今後も河床の上昇を抑えることで堆砂対策に取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。また上流の土砂対策については、治山、砂防部局とも連携して、

土砂の流出抑制に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

修正素案の 47 ページ、「2-1-3 治水の現状と課題 ③ダム管理」のところに、「四国電力

が管理している小見野々ダムでは、上流からの土砂の流入、山腹の崩壊による貯水池への

土砂の堆積などが見られる。貯水池における河床の上昇が災害を引き起こさないよう、計

画的な堆砂除去を行っている」というふうに記述して、先程の図も合わせて入れておりま

す。それから、146-1 ページ「(1)河川の維持管理 5)許認可事務」のところなんですけど

も、「必要に応じて適正な指導監督を行う」というふうに記述をしました。 

それから、和食地区について、その浸水被害を防止するために田野にトンネルを造って那

賀川本川の水位を下げれないかとか、中山川と南川の水を北地の方から下流にトンネルで

流せないかとか、浸水防止施設とは具体的にどういった施設を考えているのかというよう

なご意見をいただきました。浸水対策としていくつか考えられるんですけれども、一つは

水門とポンプ場を造るということです。これは排水機場が非常に大きな規模が必要になる

ということです。 

それから、バック堤と書いていますけれども、那賀川本川と同程度の規模の堤防を整備す

ることで防ぐという方法もあるんですけれども、これもその堤防の高さが非常に高くなり、

かなり広い用地が必要になるということです。 

先程説明しました田野トンネル、本川上流から下流へトンネルを抜くという案ですけれど

も、これも上流と下流の水位差が少ないためにあまり効果がないということになっており

ます。 

これも先程言いました北地トンネルのことで、中山川と南川の水を下流の本川水位がちょ

うど流れるところまで持って行きますと、トンネルが約４km ぐらい必要になるということ

で、いずれの案も多くの費用がかかるということで、費用対効果の面から事業化は非常に

難しいというふうに考えております。 
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では、浸水防止施設というのはどういうものかと言いますと、比較的地盤の高い所に道路

などを利用してこういう施設を造るということで、家屋の浸水を防ぐというふうに考えて

おります。これの具体的な高さ、位置をどうするかという話につきましては、この整備計

画ができた後、事業化に向けた取り組みの中で、地元の皆様、那賀町と協議しながら進め

ていきたいというふうに考えております。 

これは浸水防止施設の一例ですけれども、愛媛県の大洲市肱川にできている二線堤と言わ

れる浸水防止施設の例です。 

和食、土佐など整備計画【修正素案】に入れている箇所以外にも相生町の老人ホームが危

ないのではないか、仁宇のアイ・ヴィレッジの所が危ないのではないかというご指摘もい

ただいております。これについては、私どもが現在持っているデータを用いまして、川口

ダム下流から県管理の下流端、阿南市十八女町までを河道整備流量 8,200m3/s が流下したと

いうことで不等流計算をまず行いました。 

これが川底の高さで、青い線がその計算水位になります。赤いマークが家屋のある地盤の

高さということを表示しております。この図を見てもわかるように、青い線から赤いマー

クが下にある所、十八女、水井、和食、土佐については、浸水する恐れがあるということ

で今回整備計画に入れさせていただいております。仁宇、百合、朝生、鮎川の辺りにつき

ましては、赤いマークが青い線より上にあるということで、今回の検討結果からは浸水す

る恐れがないというふうに判断しております。 

続いて、出原地区については、河道整備流量 2,100m3/s としているんですけれども、その雨

は時間 52mm 程度だと思うので、そういう 2,100m3/s というので本当に安全か、河床が上が

り、それに伴い水位が上がると堤防の整備では対応できないのではないかといったご意見

をいただいております。 

今回私どもが流量計算に用いたモデルというのは、流域平均雨量ということで、こういっ

たモデルを使ったんですけれども、１時間の最大雨量は 63mm となっております。それから、

河道整備流量 2,100m3/s というのは平成 17 年の台風 14 号の時の流量に相当します。 

整備のイメージなんですけれども、出原地区というのはその河床高が上流から流入する土

砂の量で毎年変動しております。それから下流に天然の狭窄部があるということで、この

河床の高さを一定に保って管理することは非常に難しいと考えておりまして、平成 17 年の

14 号台風でも安全なようにということで、こういった堤防の整備によって浸水から防ぎた

いというふうに考えております。 

ただ、先程も説明しましたけれども、県区間の中で特に水の流れが悪い所は、一部川を掘

って対応したいというふうに考えております。これらの堤防の整備のあり方については当

然地元の皆様と協議をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。 

最後に、平谷地区なんですけれども、家屋移転や、宅地嵩上げなど色々住民と一緒になっ

て考えて欲しいというご意見をいただきました。平谷地区の宮ヶ谷川につきましては、浸

水する恐れのある区域というのはこの赤いラインで囲った所になります。この中には多く
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の家屋、工場といったものがありますので、これらを一度出ていただいて宅地嵩上げとい

うことになると非常に大規模な移転工事が必要になりますし、時間もかかるということで、

今回私どもは極力家屋移転が少なくなるような形での堤防整備というのを提案させていた

だいております。それについても、また地元の皆様と詳細については相談しながら進めて

いきたいというふうに考えております。以上です。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

長時間になりました。最後でございます。 

先程今まで 237 のご意見をいただいたというふうにお話をしましたけれども、これの一つ

一つについては当日の意見を聴く会の中でも、お一人お一人できるかぎり回答とご説明は

させていただきましたが、それをまとめております。皆様方の方にも今日配っております

中に「那賀川水系河川整備計画【素案】に係る「ご意見・ご質問」について」という、少

し厚いコピーが入っております。 

この中に全ての意見をテーマ毎に分けまして、意見の内容、そして発言者の方、ここは会

場を例えば鷲敷会場のＡさん、Ｂさんということでお名前を伏せさせていただいておりま

すが、それで我々の回答と、素案に対する修正、もしくは素案の中に書いてあれば、元々

書いてありましたというふうなご説明を全ての 237 のご意見について、一つ一つ…。ただ

お話をしていただいた方の中でたくさんのことを一度にお話されておられるところがあり

ます。その部分は分かれております。例えば、私が誰かが言ったということを一つの流れ

の中では書いておりません。少しずつ分けて書かさせていただいておりますので、少し見

にくいかと思いますが、そういう分け方をさせていただいております。 

そして、最後に今後に向けてということですけれども、この整備計画を作ってこれから 30

年という長い間河川の整備をしていくわけなんですけれども、我々だけでできるわけでも

なく、皆様方との連携、協働が大事だということの他にも、たくさんの課題があります。

そういった一つ一つの課題を解決していこうというようなことで、先程から何度か今後に

向けての話をしましたけれども、６つの項目を挙げております。 

一つは今も言いました皆様方、関係機関との連携・協働。我々だけではできません。一緒

にやっていきましょうというようなこと、そのためには同じ課題を共有する。共有するた

めにはきちんと情報発信をしないと共有できませんよというようなこと、それからこれか

ら 30 年間の仕事をしていく中には人づくりと言いますか、子どもたちの教育の問題である

とかそういったことが大事だというようなこと、それから、先程排砂バイパス、トンネル

の話も出ましたけれども、色々な河川整備の研究、調査を怠っては前を向いて進めません

よというようなこと、水の利用については先程説明しました合理化、皆さんで大事に使お

うという考え方、森林についてもわからない部分がたくさんあるという中でただ大事だと

いう言い方をしておりますけれども、これも研究を進めていかなければいけない。我々と

しても森林のことに対しても色々なことで皆様方と一緒にやっていかなければいけないと
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いうようなことを書いてあります。 

そういうことをやりながら、流域の皆様方と我々が一緒になってこの整備計画に水をやっ

て、育てていって、ここには「安全・安心」と書いておりますけれども、「安全・安心の

那賀川水系の未来が拓ける川づくり」といった整備計画の理念が達成できるというふうに

考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

以上でございます。 

 

○司会 

それではここで 10 分程度休憩を取りたいと思います。今あちらの時計で２時 50 分を少し

まわったぐらいのところでございますので、次の開始時刻は３時からとさせていただきた

いと思います。開始時刻までに着席していただきますようよろしくお願いいたします。 

それから会場の後ろの方に、お茶をご用意しておりますので、どうぞご自由にお飲みくだ

さい。よろしくお願いいたします。 

 

（休憩：10 分） 

 

５）那賀川水系河川整備計画【修正素案】 

 

○司会 

それでは、時間になりましたので会を再開したいと思います。 

ここからは、皆様方よりご意見・ご質問を承りたいと思っております。まず、ご質問・ご

意見をいただく前に、私の方からお願いがございます。まず、発言される前には、挙手を

お願いいたします。そうしましたら、私の方から、ご指名させていただきまして、係の者

がマイクをお持ちします。マイクがお手元に届きましたら、お名前と住所を言っていただ

いて、その上でご発言をいただきますよう、よろしくお願いいたします。また匿名で発言

される場合には、その旨をおっしゃっていただいても構いません。発言の方は速記録をと

っておりますので、必ずマイクを通して、ご発言いただきますようご協力お願いいたしま

す。それから、本日ですね、できる限り多くのご意見・ご質問を、お聞きしたいと思って

おります。できましたら、ご発言は要点をしぼって、簡潔にお願いいたします。また、１

回で、たくさんのご意見・ご質問あろうかと思いますけれども、できれば、１回の発言で、

２つか３つぐらいにしぼっていただきまして、一旦ですね他の方にお譲りいただきまして、

他の方の意見がお伺いできた段階で、また挙手いただければ、再度ご発言いただけますの

で。そのような、議事進行にぜひご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、ご意見・ご質問のあります方。どなたからでも結構ですので、挙手をお願いい

たします。 
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どうぞ。 

 

○地域住民 Ａさん 

阿南市十八女町の○○と言います。 

まずパンフレットなんですけどもね。ここにも非常に力強く熱い思いをいただいて、一つ

一つをしっかりと受け止め、修正素案を作成いたしましたというように、自信を持って書

かれておりますね。内容を拝見いたしますと、非常に今までですね意見を聴く会で出た内

容を受け止めていただいて、かなりしっかりとした修正素案にしていただいてるんじゃな

いかと思います。それと合わせて、あとこの１件質問、それからそれに対する回答、それ

に合わせてどのように修正素案に反映したかという、比較対応表を作っていただきまして

ですね、非常に見やすいなぁというふうに感じました。 

で、ちょっとお伺いしたいんですけども、まず 1点目は、治水の安全度ということについ

てですけども。河川整備基本方針では、100 年に 1度の洪水に対応するというように書かれ

ておったんですけども。今回の、河川整備計画が実行されても安全度としては 1/30～1/40

ということで。まだまだですね、基本理念であります安全で安心な川づくりというところ

から見ると、やはり１級河川としては、国が進めております、その 1/100 というのを目標

にしていただくとするならば、今回の計画であってもまだその途中段階ということになる

んじゃないかと。で、一般にこうお話を伺いますと、今回の計画がやられれば心配ないん

かなあというような感覚に陥るとこもありますので。将来に向けてはですね、やはりその 1

/100 を目標とするというようなところを、河川整備計画に是非明言と言いますかね。そう

いう文言を明記して欲しいというように感じております。その際には、環境に配慮した新

設ダムといったようなこともですね、選択肢のひとつとしてはあるんじゃないかというよ

うに感じております。1/100 というのが今までのその河川改修とかですね、そういった項目

で実現できるのかどうかと言うと、ちょっと私も他に色々手立てがあるのかなあ、という

気もしておりまして。それ以外に、何かその検討項目というのを想定しておられれば、そ

ういったところについても教えていただければというように思います。 

それから利水安全度ですけども、現状は 1/3～1/4 というように書かれておりますけども。

近年ですね、渇水が毎年のように頻発しておりまして、私の感覚であれば 1/1 かなぁとい

うようなところが実感ですけども。やはり今回の計画でもですね、長安口ダムとか川口ダ

ムの容量配分変更等によって 1/7 ぐらいまで上げることができますよ、ということなんで

すけども。やはり 1/10 まで目指すと、将来的には目指すというようなところもやはり文言

として明記していただければなぁというように思っております。そういう安定した河川流

量確保するということはですね、河川の環境にも非常にいい方向に向かうものだというよ

うに考えております。 

以上、２点お願いしたいと思います。 

以上です。 
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○司会 

どうもありがとうございました。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

ありがとうございました。 

那賀川河川事務所 調査課長 野本でございます。 

今のご意見。まずは、修正素案のご要望ありがとうございました。 

そして、基本方針 1/100 のですね、治水安全度。これを大目標にして、我々の基本方針は

できております。そして、我々の今お出ししている整備計画っていうのはですね、先程も

言いました、1/30～1/40 くらいの一つのステップでしかない。そして、この整備計画とい

うのはメニューをお出しすることが大事だということで出しております。そして、あくま

でも先程もおっしゃっていただきましたけども、目標は 1/100 でございます。ただし、そ

の目標に達するためのメニューは、今は持っておりません。そして、この整備計画ができ

て、例えば次の整備計画のような時には、また新たなステップ新たな階段を上るようなメ

ニューを、考えていかなくちゃいけないし、この整備計画の実施している最中でそういう

ことを、どんどん研究をして検討して、どうすれば次のステップへいけるのかっていうこ

とを、考えていかなくちゃいけないということで考えておりますので。 

利水安全度につきましても、同じでございます。1/7 というのは現状の施設を利用して、現

状の水の使い方で達成できる目標。本来なら下流域のことを考えても 1/10 まで引き上げな

くちゃいけないということは思っておりますので。それについてもですね、今後の課題と

言いますかですね、その中で書くと言いますか、検討させていただきたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

 

○司会 

それでは、他にございませんでしょうか。どうぞ。 

 

○地域住民 Ｂさん 

○○と申します。阿南市領家町から参りました。 

私、先日ひまわり会館でもちょっと述べさせていただきましたんですけど。その時、立派

な資料いただいてそれなりに勉強させていただきました。 

1 件目は、ダム湖底の堆積土砂の対策なんですが。排砂トンネルをというようなご意見、そ

ういうふうな提案されとるようですけども、なかなか時間もかかるというようなお話で、

おいそれとすぐにはいかんなぁと。で、私も前からちょっと色々考えてたんですけども、

あの長安口ダムを造るについて、あのセメントは、あれは日和佐からリフトで運んだと思

うんですよ。それの逆方向になるんですが、今だったらベルトコンベアーがいいのか、リ
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フトがいいのかよくわからないですけども。そういうふうな、いわゆる恒久的な施設。こ

の堆砂対策っていうのは、おそらくダムがある間、永久に続くと思うんです。そういうふ

うな具体的なすぐにでもかかれるような方策を選択してもらって、早急にかかってもらい

たいなと。 

一つは、下流の河川に戻すと。景観とか魚族の動向というのもありますけども。それはそ

れなりに進めてもいいんじゃないか。しかし、この大量に全量を下流に流すというのは、

将来的には河床が高くなって、逆にまた洪水対策別に考えにゃならんのじゃないかという

ようなこともありますので、検討してみてください。日和佐の辺りまで引っ張り出して来

て見ると、それなりに内容によっては建築骨材とか、あるいは埋め立て用とか色々選別し

て処理できるんじゃないかと。採算ベースにも乗せれるんじゃないかということ、考えて

おります。 

それと、もう一つ、選択取水については非常にいい案かなーと。私もそう思います。だが

しかし、ダム湖水の水質内容がちょっと心配なんです。と、申しますのは、いわゆるダム

に流れ込むまでの水の、いわゆる栄養素とか、窒素とかリンとかっていうような内容が、

かなりいい状態、豊富なんでないかなというふうに想像しとるんですけども。それをダム

で溜めることによって、過去にも青潮とか赤潮とかって色々な問題が出てきた経緯がある

と思うんです。私たち、仕事柄水産業に関係しておるもので、できるだけ下流には栄養の

ある水が欲しいと。あそこで溜められることによって、やっぱり相当水質が悪化しとるん

じゃないかと。もう一つは、ダムに溜めることによって、なんか栄養素が下へ沈殿しとる

んじゃないかと。それを上澄みばっかり流されると、どうなるんかなぁというような心配

しております。 

まだ、あと色々あるんですけど。２点ぐらいにしぼって、あとよろしくお願いします。ま

た、時間がありましたら。 

 

○司会 

どうもありがとうございました。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

那賀川河川事務所の池添と申します。よろしくお願いいたします。意見ありがとうござい

ました。 

長安を造る時に、日和佐から骨材を運んだということで、意見どうもありがとうございま

した。 

まず私どもの方も、まず平成 16 年災害で、長安口ダムの上流に土砂が大分入ってきたとい

うことで、早急的に対策をしなければならないというふうな中で、今徳島県の方でも一部

行っておりますように、ダンプトラックによって、運ぶ方法が早急に対応できるんじゃな

いかということで、まずは、その案を考えておるということで。その中でですね、色んな
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こと・・・今お話いただきましたベルトコンベヤーとか、索道を使って運んだらどうかと

いうふうにつきましてはですね、並行して検討を進めて、そういうふうなのが可能であれ

ばですね、そういうふうなことも、進めていきたいなというふうに考えております。 

そしてまたダムの下流に、土砂を置く分につきましてはですね、まず徳島県の方でも、今

までも置いた実績ございますので、下流に置く量につきましては、まず徳島県のした量を

含めて、下流に影響をどのぐらい与えるというふうなことを、モニタリングで置きながら、

いきなり置くというわけではなくて、徐々に、問題ない量から始めて、下流の環境調査と

か、影響等を、測りながら量を、増やしながら問題ないかというのを見ながら、進めてま

いりたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。 

選択取水設備のことでございますが。この分につきましては、貯水池内の、水のですね、

一番その・・・。選択取水設備につきましては、貯水池内でも洪水等のあとに、濁ってい

る層とですね、薄まった層というものができた時に、濁った層ではなくて、きれいな少し

でも濁りの薄い層を、選んで、そこから下流に流すというふうなことで、少しでも下流へ

の濁りの影響を、なくすようなことをしようと思っておりますので。当然ここの貯水池内

のですね、濁り等はその設備と共に、自動的に観測するような設備を設置しますので、そ

れを見ながら、濁りのきれいな層、即ち温度の問題ないようなところとか、そういうとこ

ろを鑑みながら、下流の方に水を流していきたいと思ってますので、またよろしくお願い

いたします。 

 

○司会 

それでは、他にございませんでしょうか。 

こちらの方、どうぞ。 

 

○地域住民 Ｃさん 

長生町から来ました。○○と申します。 

今の○○さんのアイディアと言うか、その土砂を運ぶ方法って言うのに、ちょっと関連し

て、ちょっと昔のことを、私が子供の小学生の時のことを思い出したので、ちょっと意見

を述べさせてもらいたいと思います。 

私は日和佐出身でありまして、その砂というのは日和佐の大浜海岸から砂を長距離のとこ

ろへ運んだ訳でございますが。今見ますと、その大浜海岸の砂は半分以上無くなっている、

失われている訳でございますが。これは、全て砂をダムのために運んだ、とも言いません

けど、他の状況もあろうかと思うんですが、そういうようにして、長距離の所に運ぶ方法

があるならば、やはりそのような方法もすぐに技術的にはすぐにできるのではなかろうと

思います。難しいもんでもないと思いますので。ダムを造る時の費用に比べれば安いもん

じゃないかなーと、こう思った次第で、いいアイディアじゃないかとこう思いましたので、

ちょっと意見を述べさせていただきました。 
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終わります。 

すいません。 

それに引き続いて、その大浜海岸と言うのは、砂が半分になっておるということは、やは

り漁業の面においても、魚、それと海亀・・・私はこの海亀が上陸するのが少なくなった

というのは色々気象情報とか色々環境のこともあろうと思うけど。やはり、そこに砂がな

くなったというのと、やはり砂がなくなったために防水害。これが起こりよるのはやっぱ

りその砂がなくなったということが、少しは関係をしてるんじゃなかろうかとかように思

います 

以上です。 

 

○司会 

ありがとうございました。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

ご意見ありがとうございました。 

今の索道の話。例えば日和佐に持って行くっていうお話なんですけども。 

一つは、確かに場所的にって言うか、物理的に持って行く、ルートを引くことはですね、

できると思いますが。そこには民地があって、山があって、木があってと。色んなその条

件があります。それをひとつひとつ解決しないと、そんなすぐ簡単に来年からそれをやれ

るということではないということだけは、ご承知いただきたいなと。それと受け入れ先の

こともありますので。そんな簡単にすぐにそれはできますということではないということ

です。 

 

○司会 

それでは他に。後ろの方どうぞ。 

 

○地域住民 Ｄさん 

中島漁協の○○です。 

3 点程、お礼も合わせてお伺いします。 

先日初めてひまわり会館にまいりました。質問させていただいたんですが、港湾関係のお

方がおいでにならんということだったんですが。昨日、県南局の方からお電話をいただき

ました。どうもありがとうございました。ただ問い合わせという格好で終わってしまった

ので、私もその時に先輩に聞きまして、浚渫の件についてですね、お聞きをしましたら、

長安口ダムのその建築によってですね、色々と関連的な問題が起きると思うので、中島漁

協に対しては地域の周辺の皆さん方に対しても浚渫は是非やらなんだらいかんかなぁと、

こういう話がでまして。過去には浚渫工事をした経緯があります。こんなお話を聞きまし



 27

たので、昨日申し上げましたことについて言っておきたいかなあと、このように考えます。 

それと、その後、私今もここに理事２名とまいっておるんですが。先日の会に出席をさせ

ていただいて、いかに私たちが不勉強であるかということが、痛切に感じたので役員会を

開きまして。理事さんの皆さん方にお話をしました。○○理事の方からは、先程も言いま

したように、資料を７部程取り寄せさせていただきました。ありがとうございます。そん

なことで、遅きには失しましたが、組織として、研修会・研究をしたい、こういうような

意見が出ておりますので、できたら中島漁協役員極めて内気なものばかりでありまして、

ここへ来て発言をするということはとてもできませんので。１回おでましをいただいて研

究、研修会をしたいと、こんなことで行って言うて来てくれということで本日まいったん

で。ご見解をお願いをしたいかなあと、このように考えております。 

もう一つは、これは別にけちをつける訳ではないんですが。立場上、汽水地域の件につき

ましてお伺いをしておきたいと思うんですが。３カ所程、汽水地域の件について心豊かに

表現をされておるんですが。私たちが求めておるのは、今汽水地域でどんな被害が起きて、

これからどういうような被害が予想され、そのために私たちはどのような対策を取ったら

いいかな、こんなことをやっぱり勉強したいと、このように考えます。ただ、先程も言い

ましたように、修正素案が終わりの段階になって整備計画がもう作られるという段階でと

やかく意見は申し上げることは、私は控えますので、こういうような問題についてどのよ

うなお伺いをしていく・・・道筋というと恐縮ですが、方法があるかな、ということで実

はまいっておりますので、できれば教えていただけたらな、このように考えます。 

以上でございます。よろしくお願いします。 

 

○司会 

どうもありがとうございました。 

 

○河川管理者（徳島県） 

それでは、徳島県流域整備企画課の小谷と申します。 

ただいまは、○○様の方から整備計画について、まず県の方とのやり取り、色々とありが

とうございました。ご意見も、漁業者の立場からですね、団体を代表してのご意見どうも

ありがとうございます。 

おっしゃるように、この那賀川の整備計画【修正素案】ということで、上流の方からもで

すね、いつまでも文章の段階ではなくて、実施の段階に進んでいくべきでないかなといっ

たご意見もいただいております。 

この後、流域の首長さんのご意見もお聴きして、更に意見を幅広くお聴きした上でですね、

より全体として意見が反映された形で、国土交通省と共に、次の段階を考えていくという

状況にあるかなぁと思っております。そうした時に、今漁業関係者の方々・・・他の方も

いらっしゃるかもしれませんが、個別の課題、あるいは切実な課題についてですね、どう
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するのかといったところあろうかと思います。具体的に県が、先程、徳永の方から説明申

し上げましたように、上流地域の方々の間では、整備計画の具体的な指標であるとか、時

期であるとかいったこと。あるいは今直接整備計画の内容はないんですけども、今○○さ

んがおっしゃられたような産業面での関係、影響、あるいは河川との関係があるかどうか

含めてですね、漁業関係者の今の切実な被害といった状況もあろうかと思います。こうい

ったことも県の方の仕事であるかなぁと思っておりますので、今後この整備計画、どんな

ふうになるか、次の段階にいくかもありますけれども、引き続き県の方私どもの方が窓口

となって、お話する機会、あるいは場合によっては農林水産部の方の研究機関といったと

ころのつなぎであるとかいったことも含めてですね、相談させていただけたらなというふ

うに思っております。 

よろしくお願いいたします。 

 

○司会 

はい。どうぞ。 

 

○地域住民 Ｄさん 

ありがとうございました。ご指導の程よろしくお願いしたいと思うんですが。 

１点要望しておきたいと思うんですが。先日役員会を開いた時にですね、今までであれば、

反対とか賛成とかね、そういうような方法で色々と話しをしてきたんやけども、そうじゃ

なくて、例えばダム周辺で土砂が堆積したら当然それは除けなんだらあかんだろう。方法

は限られておるだろう。そのことについて漁業組合は、下流へ流すなと言ったら話は詰ま

ってしまうだろう。だから、それはそれでいいじゃないか。そのかわりに、下流に対して

の配慮をしてもらいたい。例えば、できるだけゴミなどは下流まで流さんと、途中で回収

のできるような方法もあるんではないか。そんなことも話をしながら、これからお互いに

自然環境を守っていこう。こういうような話をですね、いたしました。だから、皆さん方

も理解をいただいたと思うんです。ですから、そういうことで、これからお互いに双方が

理解をし合った中で、物事は進めていく。こういう基本精神をつらぬいてお互いにいけた

らなということを要望として申し上げておきます。 

以上です。 

 

○司会 

どうも、ご要望ありがとうございました。はい。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

ただいまのご要望、本当にありがとうございます。 

上流から排砂と言いますか、砂を除去して河川に戻す。受け入れ先があればどちらかに置
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かさせてもらうというふうな取り組み方でやっていくわけですけど。砂もゴミのようなも

のも一緒に入ってくるところもあります。だからそういうふうなところに関しては、なる

べくできる限りの選別はしたいと思います。ただ、先程来言われましたように上流から入

ってくる、いわゆる有益なものもあるかもしれませんがそこら辺りのところが微妙なとこ

ろですので。最初は大量に、先程うちの担当がお話しましたように、大量にじゃなくて、

やっぱり徐々に徐々にやっていきながら、確認して、モニタリングと言いましたけど、要

するに確認していきながらやっていきたいと思います。そういう中でどれぐらいの量が、

そしてどういうふうなものがいけないのか、石の大小も大きいものがいいのか、小さいも

のがいいのか、場所によったらそれぞれ違うと思います。そういうふうなことも、色んな

形で研究しながら、急がなくてはいけないけど、いきなりどかっとやってしまうと、変な

ことになってもいけないと思っておりますので、その辺りのご理解お願いしたいと思いま

す。 

それから下流の方にゴミと言いますか、色んなものを流さないように。それはもう確かに

十分にわかっております。ただ、土砂を取り除く時にはそういうことは色々考えるんです

けど、洪水の時は色々となかなか上流から流れてくるものをよう止めないようなこともあ

りますので。そこのところもせっかくそういう色々なことを言っていただきながら、変な

形で返す形になりますけど。そこの辺りもご理解お願いできればと思っています。 

はい。 

 

○司会 

ご要望いただきました上下流のですね、連携・協力というのにも配慮しながら、整備計画

実施の際には進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは次に・・・ご意見・ご質問どうぞ。前の方。はい。 

 

○地域住民 Ｅさん 

私阿南市の吉井町に住んでおります、○○と言います。 

本当に私の人生の中で子どもの時分から今日なるまで、那賀川の水のいわゆるありがたい

ことというのと同時に、非常に那賀川の夏・秋の関係の洪水時には自分の命が縮まるんじ

ゃないかということを何回も感じました。今回のこういう計画を作っていただいて、本当

にありがたいなぁと考えております。 

それから特にお礼を申し上げたいのは、いわゆる熊谷川の樋門を造っていただいたことと、

それから更に内水排除のための、いわゆるポンプアップを整備を今されています。で、ひ

とつは素案のポンプ排水の内水排除はいつから実際に稼働するんだろうかなぁ。今年の夏

から、あるいは秋に間に合うのかどうか、一つお伺いしたいことです。で、できることで

したらこの 30 年の計画なんで、非常に書くことは難しいかもわからんですが、１行でも書

いていただいたらありがたいなぁと思います。 
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それから、もう１点は、長安口ダムの関係なんですが、私はやっぱり長安口のダムの、特

にあの放流・・・水をいつどんな台風の時に、どの程度放流するか。それから事前・・・

要するに色んな台風の規模があるんです。その規模の時に、いつの時点でどの程度放流す

るかというのが非常に重要な問題でして。本当に、今からですが、今から 10 年ぐらい前に、

台風の、本当に我々が考えてます状況から言いましたら、本当に思わないような水を長安

口ダムが放流された訳です。 

そのために、私どもその当時丁度吉井の樋門がなかった関係で、その那賀川の増水によっ

て大きな水が逆流しまして、吉井の私どもの生活が本当に大きな被害を受けました。だか

らやっぱり特に樋門ができていますけども、長安口のダムの放流のどの程度放流するかと

いうことと、せっかくでけた吉井の樋門の操作っていうのをうまく連携をして、放流した

ことによるいわゆる樋門からの那賀川の本流からの逆流がないようなことを考えていただ

きたいと考えています。 

それからもう１点は、実は５～６年前に、中部中国地方、それから岐阜の方へ・・・私も

ダムの関係で関心を持ってますので見せてもろうたんですが、その新しいダムの中では、

ダムのいわゆる底の方からですね、水を流しておる何かで見せてもらいました。本当に長

安口ダムの非常にこう、なんて言いますか終戦直後苦しい、本当に徳島県の中の難しい中

で造られたダムなんで、今それを、底の方から水を出すっていうのが非常に難しいと思う

んですが。現在の新しい技術から言いましたら、現在の長安口ダムの何かの工法で、底の

方から水が放流できるような方法ができるんじゃないんかなーと考えております。是非、

その辺り非常に難しいかもわからんですが、ご検討いただきたい。 

こう考えております。よろしくお願い申し上げます。 

 

○司会 

どうもありがとうございました。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

那賀川河川事務所 調査課長 野本でございます。 

先程の、熊谷の排水機場の稼働時期については、今年度の夏から稼働できるという予定に

なっております。 

それから、ダムと樋門の連携というお話でしたけれども、来年度 19 年度からですね、長安

口ダムを直轄化して管理を我々国が受け持つということの中で、ダムの放流量、それから

放流の予測のようなもの、そしてその下流との連携。特に、吉井箇所については樋門の操

作もありますけれども、その上流にはまだ無堤部があるというような中で、どのようなそ

の情報をどのように地域の方々におだしするのかということも、地域の方々と一緒に今考

えておりまして、それも含めて熊谷川の樋門との連携操作も、きっちりとやっていきたい

というふうに考えております。 
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それと、最後の長安口ダムの底の方に穴をと。これ確かにですね、最初から造るんであれ

ば、要は水がなければ穴を開けることは可能です。ただ、このダムずっと使い続けている

ダムでして、これを空にするっていうことは地域の中ではできないという中で、我々の今

回のダムの改造の、オリフィスゲートっていうものをですね、できるだけ低い所に造ると

いうことで。工事的には、もう限界のところまで下げるという考えでおります。本当は一

番下に穴を開けるのがいいんですけれども。これは水圧との関係。要は下流から穴を開け

ていった時に、水の中に出てまいります。それは蓋をしとかないと工事ができませんので。

それがですね、なかなかと言うか、今は不可能だというふうに考えております。 

 

○河川管理者（徳島県） 

徳島県の参事の佐和でございます。 

それと、もうあと１点ですね、長安口ダムの放流等の情報を知らせて欲しいというふうな

ご要望ございました。これにつきましては、今までこの流域住民の意見を聴く会、またそ

れ以外でも、下流の那賀町とか阿南市とか、そういうふうな関係自治体の方からもですね、

的確に情報を早く知らせて欲しいというご要望がございます。これにつきましては、私ど

もも今色々詳しい情報を、関係機関の方には今までも周知しておりましたけど、それ以上

に詳しい情報を、教えていただきたいということで今色々検討しております。また、今最

近言うような、例えば地震の緊急地震速報とか、色んな天気予報とか色んな情報を・・・

ＩＴを利用して、各個人が、早期に知るようなシステムができております。それで今、私

の方から関係行政団体の方ですね、周知しまして、それをまた行政・・・市町村から町民

又市民へどういうふうな方法で周知するかと、そういう手もありますし、また一方では直

接ですね、最近のＩＴを使いまして、各個人にそういうふうな情報を知らせる方法も色々

開発されておりますので。それにつきましては、今後各町村も含めましてどういうふうな

方法で的確な情報を早く、住民の方々に周知するかにつきましては、今後検討課題とさせ

ていただいて、検討してまいりたいと考えております。 

 

○司会 

それでは他にございませんでしょうか。どうぞ。 

 

○地域住民 Ｆさん 

阿南市深瀬町でございます。○○と申します。 

このたびの河川計画が、16 年から那賀川フォーラムで始まっているんですが、ご承知の通

り無堤地区っていうことで深瀬町は堤防をしてくれるっていうように、今話が一部進んで

いるんですが。深瀬の面積というのは、深瀬というところは潜水橋のある所なんですが、

面積が約６町あるんです。その中で、土手をした時に、残る土地が約３町ぐらいになるん

です。だから半分ぐらいになるんです。それで、残った土地を圃場整備しようじゃないか
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というようになって、圃場整備をするんですが、圃場整備をしたら２町３反ぐらいになる

というようになっているんですが。土手をしてもらうっていうことは、当然財産と人命を

守るというんが基なんだとは思うんですが、深瀬の場合は６町あるのが３町に減ると。い

うことは、当然、那賀川流域の一つは川の水の流れをよくするための、犠牲と言ったら語

弊があるかもわからんのですが・・・に、なるところもあるように地元の人は思っている

んです。それで、その土手の話と土手の上に県道もできるんです、一緒に。県道改良とい

うことで、県道と土手と一緒にできるんですが、そういう意味で、この始めに 16 年の話の

時から始まって、今調査しているんですが。モデル地域にしてやりましょうというような

話があったんですが、そのモデル地域にするということが何の深瀬に対してメリットがあ

るのかお伺いをしたいのと、その今言っている内水の問題と言うのが一番大きい問題で、

圃場整備するんですが、あまり嵩上げしたら内水の面が複雑になると言われているし、だ

からといって国交省の今の話ではすぐにポンプアップはできませんというような、話もお

伺いはしていますが、そこらを今までずっと陳情では、要望ではすぐにでけるようにして

くださいと。たかが２町ぐらいの面積で、大きい谷をひかえて、すぐに家が浸かるのでは

具合悪いということが一つと。 

それと、潜水橋があるんですが、その潜水橋も那賀川にしてみたらよくない構造物が当然

あるんだと思います。それで、この潜水橋もずーっと前から抜水橋にしてくださいと言っ

てきてあるんですが。桑野川のことをまた言ったら桑野川の方の人に、長生の方の人に怒

られるかもわからんですが、桑野川の方にしてみたらかなりの橋のつけかえと言いますか、

改良するように聞いております。それで、この深瀬の潜水橋もどうして国とか役所関係が

できないのか、ここらを一つお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○司会 

どうもありがとうございました。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

ご意見ありがとうございます。那賀川河川事務所の野本でございます。 

先程のですね、1点目。深瀬箇所の地域の再構築のですね、モデル箇所ということで、位置

付けをさせていただいて、これのメリットということだったんですけども。これは地域の

再構築っていうのは、まず地域の方々がその堤防を望んでいると言いますか、要望されて、

我々もそれを受けて、堤防をやりましょうということで地域に入っていった。そして、地

域の方々と一緒になってと言いますか、その堤防計画とですね、これからこの地域がどう

なっていく、どうしたいのかというふうなことを一緒に考えながら堤防整備の計画を立て

ていくというようなことで、事業の推進を早めるメリットがあると考えています。 

それから、内水のポンプのことにつきましては、ご心配されていることはごもっともと言

いますか。元々、その外水が入って、洪水は入ってたんですけれども、今度締切ると外水
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は入らなくなるけれども谷の水は溜まるんじゃないか。樋門をつけて、樋門を閉めると逆

に内水側の方が高くなるんじゃないかというふうなご心配だと思います。で、我々として

も、この堤防設計の中で、前からもポンプ車と言うようなお話をさせていただいておりま

すけれども。ポンプ車が、行ってすぐに稼働ができるような施設を考えたいと。特にここ

の場合は、道路が載っかってますので、道路を止めてポンプで汲み出すっていうことがな

かなか難しいというふうに考えてますので。堤防設計の中でご説明させていただきたいと

思っております。ポンプ施設はできませんけれども、ポンプ車を有効に使えるような仕組

みを作っていきたいというふうに考えております。 

それからですね、潜水橋のお話。これは、潜水橋には、一つは道路としての機能からする

と、ダムが放流すると止めざるを得ないというようなデメリットって言いますか、低いお

かげで、通行できない時間が発生してしまうと。これは道路を持っております阿南市の方

としてはですね、問題があろうかと思うんですけれども。我々の今の治水って言いますか、

川の中での構造物で、あれがあるおかげで何か邪魔になるので、あれをとにかくどけて抜

水橋にしなくちゃいけないっていうことではないということで、今回の整備計画と言いま

すか、深瀬の計画の中でもですね、抜水橋に我々自身がするという計画にはなっておりま

せん。ただ、阿南市の方には、地域の方々から抜水橋へのご要望があるということはお伝

えしておりますし、阿南市の方も多分ご存知だと思いますので、そういったことでよろし

くお願いします。 

 

○司会 

他にご意見・ご質問・・・。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

ちょっとよろしいですか？ 

 

○司会 

はい。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

先程○○さんの方からご質問のありました・・・ご要望という形でありました研修会の件

でございますが。これにつきましては、まことに申し訳ないんですが、この河川整備計画

につきましてはこういう皆さんの意見を聴く会というところで各所でやらせていただいて

おりますので。これについては、この２回目は今日が最後なんですけど・・という形にさ

せていただきたいと思います。ただ、この整備計画の修正とか、そういうことに関しまし

ては、こういう場所で来ていただきたいというのが本当で、だからどこから来られてもな

るべく会場に来てくださいという形で働きかけをしております。ただ、他のことと言いま
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すか、これから先、整備計画を策定して、実際に工事にかかるとか。それから、あとそれ

ぞれの工事の内容についてとか。それから、汽水域のこととか色んなことの関わり、そし

て色んなお互いに勉強しあうと言いますか。そういうふうなことに関しましては、私たち

の方は当然お呼びがかかれば出前講座というシステムもございますので。どんどんという

程でもないですけど、出て行って、そういう皆さんの大きな集りがあられるというふうな

ことであれば、来ていただくなり、そしてまた私たちの方が出て行くなり、そういう形を

持ちたいと思っております。ただ、申し訳ないのは、先程も言いましたように、この整備

計画につきましては、こういう場所になるべく出てきてもらいたいというところで。そし

て、皆さんの意見を出していただきたいというふうな中で対応していただければと思って

おります。 

 

○司会 

はい。どうぞ。 

 

○地域住民 Ｄさん 

言葉足らずで申し訳ございませんでした。 

最後にまとめられた今後の取り組みということで６点ほど言われたと思うんですが、その

１番最初にですね、やはりお互いに協働・協調の精神が必要であるという。まあそういう

ことだろうと思うんです。そういうことをやっぱり考えた時に、漁業社会・漁村社会のあ

り方にすでに、私は昨年の６月からこちらにいるんですが。問題があると思うんです。そ

ういう意味で、これからのやっぱり社会というものは、産業とのやっぱり連携を図りなが

ら、知識を高めていかなくてはいけない。そういう意味で研修ということを申し上げたの

で、ここへ来てですね、あれがどうとか、これがどうとかということは、もう、先程も言

いましたように、私の立場からすると遅きに失しております。計画がもう作成されるとい

う段階でね。今言っても仕方がないと思いますので。それは先程言いましたように、これ

からの方法としてどういう方法があるか、あれば教えてくださいということを言っただけ

でありまして、これをあーせえとかこーせえとかとかという考え方は持ち合わせておりま

せん。 

以上です。 

 

○司会 

どうもありがとうございます。それでは他にご意見・ご質問ございませんでしょうか。そ

ちらの方、どうぞ。 

 

○地域住民 Ｇさん 

羽ノ浦町の○○です。 
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治水対策のことなんですが、整備計画【素案】でも記述されてる通り、治水対策では施設

の整備のハード面と防災対策の共有のソフト面との対策が私は必要と考えております。 

つきましては今月４月に四国横断自動車道路。新直轄区間ですが、阿南・小松島の中心杭

打ち式が行われました。この道路は、皆様もご承知のとおり那賀川の氾濫原を南北に横断

します。そのため、現在公表されております浸水想定区域が変わってくるものと思います

ので、その見直しの方をよろしくお願いします。それとともに、充実したソフト対策の方

もよろしくお願いしたいなと思います。 

 

○司会 

どうもありがとうございます。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

新直轄の道路の位置的なものは、我々も今知ってるんですけども、その構造がどういうも

のになって、水がどう抜けていくのかっていうところをですね、調査しまして、必要であ

れば氾濫のシミュレーション、やり直しをしたいと思います。 

 

○司会 

他にご意見・ご質問ございませんでしょうか。一番奥の方。どうぞ。 

 

○地域住民 Ｈさん 

中大野の○○と申します。いつもお世話になります。 

この計画案はかなり煮詰まっていいものになってると思いますんですけども。ちょっと１

～２お尋ねをいたします。 

統合堰のことでございますけど。ジェーン台風の時に、那賀川の堤防、越水、まさにせん

という状況でございました。で、統合堰ができた場合のですね、樋門の操作はですね、こ

れはかなり慎重にやってもらわないと危ないと思います。で、これはどこが、この樋門の

操作を管理するのか。また、どこからの情報で操作するかということですね。それが聞き

たいです。お尋ねしたいです。 

それから県道、土木の方で公図から常用図に変わった時です。この時に、私のところでそ

の県道拡幅で売り買いした時に、初めてその青線に、土地改良区の職員を立会とういこと

になったんです。で、その時に、県の職員さん方は土地改良区の職員じゃなければならん

ということでつっぱったんですけど。私もそう言いました。ですけど、その改良区は利水

委員ですね。が、出てくると。で、県は日当１万円払って 5,000 円改良区がその取り入れ

て、その利水委員に 5,000 円という状態。だから県が払う以上はですね、責任ある継続的

な立場でその職員じゃなけりゃならんということで、その利水委員の強烈に出てこようと

したのを止めてくれました。で、その利水委員という人はどういう立場かと言いますと。
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その地域の人が、特に農業しておる人が、順番にですね、その２年毎の交代で役を持って

まわるわけです。で、この方は知識のある人もあるし、ない人もあるし、右の家の応援を

する人もあるし、左の家を応援する人もあるし、中立でない人もおるわけです。そういう

方が、今何年か経ってみますと、職員がせずに利水委員が樋門の操作を那賀川と南岸用水

の操作をやっとる訳です。だから、最初県が思いっきりつっぱねて決めてくれたことがで

すね、年月とともに変わってしもうとるということなんです。ですから、その樋門の操作、

統合堰、農林省の統合堰の操作は、そのマニュアルをですね、その改良区の職員と言えば、

末端の２年交代、あるいは Aさん、Bさん、Cさん全部役が回ってきますから、そういう人

で樋門の操作するのか。本当の、職員たる職員がですね、責任を持ってやるのか。ここの

マニュアルはしっかりして欲しいと思います。そうでなければ、今の樋門の操作でも、そ

の発表した節水の時でもですね、夜間は農業用水が多く流れて、昼間は節水してあるとい

う状況もありますんで。この、統制取れたですね、樋門操作をしなければ、大水の時に堰

いたものであれば、多分、上の加茂谷の方もですね、水がのぼって行くと思います。急に

開ければ、下は持たんと思います。と言いますのは、裁判が終わって初めて私は口にした

んですけど、吉野川。紀ノ川の上流の吉野川で、農水省のその発電と農水用のダムがござ

いました。その時に、私その自分の山から下りてきて、夜の９時頃でしたけど。多分越水、

ダムの堤上からは溢れてませんでしたけど、そのダムのコンクリートに上がるまでの 12～1

3ｍ手前のその林道のとこからはですね、川へ上から越しとったと思います。で、大雨でダ

ム事務所へ飛び込んだですけど、誰もいなかったです。で、それから 10km ほど下の吉野町

というところにその管理事務所があった訳です。で、連絡が取れてあがってくる時間も相

当かかるものですから。私はもうそのまま家へ帰りました。で、あくる日その奈良と和歌

山の境の橋本という所に出ました。そしたら、そこにですね、鉄砲水が流れてきとる訳で

す。夜急に開けたと思います。そしてその鉄砲水はですね、両岸いっぱいにどうどうと流

れて来てました。その下で、天気も晴れてるもんですから、自動車は洗っとるわ、魚は釣

っとるわ。その私は国道を走りながら和歌山港まで行きよる訳ですが、私と並んでその鉄

砲水が降りてくる訳です。多分 35km ぐらいだったと思います。時速。そんな状況を見てで

すね、いがってやろうにもいがる訳にもいかん。国道ですから、どんどんどんどん車が流

れますんで。そういうその稀に見る体験をしたものですから。もう裁判も何もかも終わっ

て、私特に従業員も後でわかったんですが、職員のお父さんお母さんが亡くなりました。

だけど、その裁判中には何も言いませんでした。そういう稀に見る体験をしたもんですか

ら。特にですね、ダム系統立った操作というのは慎重にして欲しいと、こう思う訳です。 

それから、統合堰に関しまして北岸堰でございますけど。北岸堰は昔高瀬船がのぼってお

ったそうです。それは、右岸。それからいかだの下るうとう堰がですね、真ん中より右岸

にあったそうです。というのは、左へあんまり寄ると竿がさせなくて運転できないという

ことで、いかだのおるところはわりと浅いところを通しとったそうです。だけど今は左岸

に全部寄ってしもうとるから、こう川の流れのバランスが変わってしもうてます。で、そ
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の大先輩の、利水ずっとしておる先輩に聞くと、あれはコンクリート化によって計画より

思わぬ状態になっとると。で、右岸は陸地化してしまってですね、昔はその辺りが砂州と

かバラスの川で絶えず水がかぶるもんですから、変わっておったんですけど。完全な陸地

化してしまって、環境に非常に悪い状況ですから。ですから北岸堰をですね、カットして

下げるということも聞いておりますので、これは昔のうとうがですね、非常にいいバラン

スでございましたもんですから、うとうの長さ・距離を研究していただいてですね。うと

うの状況にですね、是非戻して欲しいと思います。そうすれば、あんなにあのようにです

ね、左岸に力を入れなくてもですね、川の流れとしたらバランスを取ってくると思います。

まだ先輩が、上流もですね引堤をしてその関係でもバランスを崩しているという先輩が、

同じ先輩ですけど、おります。 

それから３点目でございますけど。砂防ダムをですね、スリット化して欲しいと思います。

で、黒部川で聞きますと、那賀川の上流のように砂防ダムですけど、もうやってもやって

もきりがないからスリットにしておると。で、ダムへ流し込んでですね、それを、ダムの

改良によって海へ流すと。取り除くということを考えておると。黒部も当然長いスパンで

そのスリットにした砂防がダムに入ることも、長期に目線に入れておるという話を聞きま

した。で、そうなればですね、排砂バイパスが今検討されてるんですけど、そのこれから

今後の課題ということなもんですから、もう一度ですね、排砂バイパスと排砂ゲートとそ

れと下流直轄の 50ｍ以内ぐらいにですね、新設のダムをして、ということも、私は素人で

わからんですけども、もう一度検討して欲しいと思います。その上に小見野々ダムもです

ね、聞きますと 700 億ぐらいあったら 700 億ぐらいで放すんじゃないかと。売るんじゃな

いかという話を聞きますもんですから。これは定かではないんですが。700 億ぐらいの値段

じゃないかと言うもんですから。それを買うなり、それは夢ですけど、買うなりして２つ

をこう、うまく系統だって運用すればですね、その排砂ゲートも造れるんではないかと素

人なりに考える次第でございます。森林と水ということがよく出ますんですけれども。琵

琶湖が水対策として、非常に古くから森林対策をしているんですけど。琵琶湖の水の上限

について尋ねましたら変化なしと。まだこれからだということで。長年やってますけど、

森林をしっかり植えてもあまりまだわからんということです。 

それから、私の体験では、森林に 10 人ぐらいのはん場をつくりまして、それで原始林を間

伐しきって、水がきれると思った時に、意外に水きれないです。岩石ばかりの山になりま

すけど、水というのは、はん場がこれもうあかんという状況を想定してやるんですけど、

あれ、水きれんだなぁということが往々にあります。そんな森林と水の関係は、その京都

大学の林学部が言うようにこれからの学問だと。世界中でこれからの学問だということで

すから、どっちかに偏らずに皆さん広い目で見て欲しいと思います。 

それから、５番目ですけど、吉野川からの水の導水というのは、これは私じゃなしにその

何年か前にある機関からでた話だと思うんですけど。あまりこう、水の関係でここの那賀

川流域で企業が出ていくとかいやな思いさせるようなことが今後あるならですね、その 30
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年、40 年、向こうの先に吉野川の導水ということもですね、どっかに文章に入っていただ

けましたらですね、那賀川が水不足にならなくていいんじゃないかと。導水でも、勝浦川

のダムに流し込んで、あるいは上流で那賀川に流し込むなり直接引っ張るなりまたそんな

ことも考えれるんじゃないかと思いまして、ご相談とちょっとお尋ねをですねした次第で

ございます。 

以上でございます。 

 

○司会 

どうもありがとうございました。ご質問５点あったかと思いますけれども。１点目が統合

堰も含めまして、樋門の管理ですね。誰がどこからの情報で操作しているのか。以前は土

地改良区の職員が操作することになっていたが、現状はどうかという話ですね。それから

北岸堰の今度切り下げを行うについて、過去の状況をきちっと検討して欲しいと。それか

ら、砂防ダムのスリット化を実施して欲しい。それから、森林についてこれからの学問で

あるので・・・というお話。それから、吉野川からの導水を検討して欲しいという。以上

５点だったかと思いますけれども。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

那賀川河川事務所で管理課長をしております湯浅と申します。 

統合堰と北岸堰の切り下げの件についてお答えします。 

統合堰につきましては、ご存知かもしれませんが、農政局が事業をやっておりまして、完

成後につきましても農政局の方で今後管理を進めていくものと聞いております。当然、大

きな堰でございますので完成しましたら、操作規則を作りまして、それに従いまして安全

な操作をするようにということで。情報につきましてもダムの放流量ですとか、上流の雨

量ですとか、上流の水位とかそういったものを十分把握しながらですね、操作をしていく

ことになります。また、統合堰ができますと、下流のあの北岸堰が必要なくなりますので、

それを切り替え作業するようになるんですが、その切り下げをどのようにするかにつきま

してはですね、今後十分河床の安定等も検討しながら、決めていきたいと思っております

ので、ご意見を十分尊重しながら進めたいと思っておりますので、どうかよろしくお願い

いたします。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

那賀川事務所の調査課長 野本でございます。 

先程の砂防ダムのスリット化とかですね、新規ダムの話とかですね。この辺につきまして

も、ご意見ということでありがたくいただきますので。今後の課題ということでよろしく

お願いします。 
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○司会 

ちょっとまず回答をさせていただいてよろしいでしょうか。すいません。はい。 

 

○河川管理者（徳島県） 

それと最後のご意見なんですか、ご質問の中で、吉野川流域からですね、那賀川へ導水し

たらどうかというふうな、そういう計画もこの整備計画に入れていただきたいというふう

なお話ございました。基本的にはですね、流域単位で水の利用というのは納めるというの

が原則でございます。 

それと、もうあと一つですね、吉野川で導水しましてもやはり同じ徳島県内、同じ県民で

ございますけど、やはり吉野川流域の水を利用されている方のですね、やっぱり同意と申

しますか、そういうものも必要でございますし、それともう一つ、多大な吉野川から仮に

流域住民の方の同意等が得たといたしましても、やっぱりここまで持ってくるのにかなり

の経費かかります。そしたら、必要経費、当然それは造った時、または維持管理が必要で

す。そのためには、それだけの、その m3/s 辺り、また m3辺りのコストが必要でございます。

そのコストがですね、那賀川流域の例えば色んな企業がございます。そういう方の費用対

効果って言うんですか。そういう問題もございますので。県もですね、今までに私も吉野

川から那賀川に導水するという、概略的な計画はしたと聞いております。しかし、色々な

コスト面、またその当然水を使うにあたって m3辺りの費用ございます。そしたらそれは実

際費用が高くなればですね、いくら水を持ってきても、それを買う方もいらっしゃいませ

ん。そういうふうな色んな条件と・・・これは概略的な調査と聞いてますので、一つ大き

くはそういうふうな水の余ってるところから少ないところへ持ってくると。これは一つの

考え方でございますので今後そういうふうな情勢って言うんですか？状況になればですね、

そういうものを再度色々考えてみたいと思いますけども。この整備計画の中には入れる状

況ではないと、考えております。まだそれだけの熟度がですね、ないと私の方は理解して

おりますのでよろしくお願いします。 

 

○司会 

引き続きまして。どうぞ。 

 

○地域住民 Ｈさん 

１点だけ、再度質問させていただきます。 

統合堰の管理ですけど、農林省が管理するということですけど、これやっぱりよほどプロ

が管理しないとですね、上も下も本当に大変なことになると思います。上だって、あの大

型の堰がそのまま座ったままジェーン台風並みの雨量がくれば、多分吉井の方も加茂谷も

やられると思います。で、急に開けたら下の堤防は越水すると思います。だから、これは

ですね、今の農林省の那賀川と南岸堰の樋門の状況を見よるとですね、できるとは思いま
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せん。正確にですね。それと私が農林省の大迫ダム。この大迫ダムですね。見て震え上が

ってですね、山林家のプロが３人おったんですけど、かなり慌てました。で、連絡しよう

がないんです。急にそのダムのところでですね。これはいかんと言うて見つけたとしてね、

携帯電話がある訳でもないし、そして事務所の電話番号もわかる訳ないし。とてもじゃな

いが連絡のしようがありません。そういう状況をですね、農水のダムで私が実際体験した

ものですから、それはですね、今の土地改良区もよく色々ごちゃごちゃ新聞に載ってるじ

ゃないですか。安定した運用はできてるとは思いません。だから、これは那賀川本体を管

理している国土交通省が、マニュアルの点、しっかり押さえていただかないと大変やばい

ことが発生すると思います。皆さん体験したことないから。ダムを、越水する状態のダム

を見てください。どないなるか。おるそこの３人がですね、足元くるぶしぐらい水が流れ

よる訳ですから。越してる訳ですから。これはたまったもんじゃないですよ。それでもう、

言ったように急に開けるもんですから、下は晴天なのに、駐車したり色々して勤務しとる

人が川へ入ったりして、色々して。それがかたっぱしから流されるんですよ。その明くる

日目が覚めて、８時に紀ノ川の奈良県の五条のところに出て、それから和歌山港までその

鉄砲水がついてくる訳ですから。どうしようもないです。だから、是非その河川管理の大

本である国土交通省に、これは是非強力なマニュアルを作るようにですね。で、管理する

のはまかすと言ったら、今のように常用図のようになります。常用図になってからですね、

公図から常用図になって、それでその図面をきっちりする言うことで、その青線に立会す

るように職員だということを県が決めて、その金も払いよるんだからやってくれと言って

決めて、新しいところは職員が来てですね、今なってあるのは全部もちまわりの素人さん。

だからその行政書士が言うには、もめてしょうがないと。あっちもひいきし、こっちもひ

いきするということで。そんな状況が、那賀川の統合堰で出ると思います。ひいきじゃな

しに、行くのが遅れた、担当者がおらなんだとかですね。その鍵は絶えず１人に責任を持

たせて所長以下持たすような状況でなければ、私のような大迫ダムのような震え上がるよ

うな状態が出ると思うんです。だからそこの点はですね、是非検討お願い・・・お願いで

す。是非ですね、大迫ダムの農水省のダムを参考に、考えていただけたらと思います。 

以上でございます。 

 

○司会 

どうもありがとうございます。どうぞ。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

那賀川河川事務所の小野でございます。ただいま、貴重なご意見いただきまして、ありが

とうございます。 

統合堰の操作に関しましては、今私の方の管理課長がお話しましたように農林水産省の方

から設置の許可申請と言いますか、設置の話がありまして、そして農林水産省が設置して
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いる訳です。設置者が本来的には管理するというのが、普通だと思っております。それに

つきまして、そしたら、操作、いわゆる大丈夫なのかというふうなことでございますけど。

それは当然堰ですので、これダムでも一緒なんですけど、十分な管理操作ができるように

また操作要領なるものとかそういうものがおそらくできると思いますので。そういうもの

については、見ていきたいと思っております。 

それから情報のことに関しましてですけれども、情報も色んな情報、そしてダムからの放

流の情報とかそういうふうなものも、また実際のその管理というふうなことになりました

ら、私の方からも色々な意見と言いますか、指導と言いますか、色々な形でやっていきた

いと思っていますし。そしてまた皆様方が色々なご心配されているというふうなことは、

私の方からもこの出先の事務所の方に機会があれば伝えておきたいと思っております。 

それから、砂防ダムのスリット化をするという話がございましたが、砂防ダムのスリット

化ということになると、今度は又上流から土砂がどんどんと出て来るというふうなことで。

それから、既設の砂防ダムをスリット化するっていうのは溜まってるところ採り除いて仕

事しなくてはいけないとか、色んな課題がありますので、そこは県の方で県とか市とか色

んな形で砂防ダムを造られておりますけど、今日のこういう意見を聴く会の中で、ご意見

がありましたことは、今日は県の方もこられておりますので、よくわかっていただけたん

じゃないかなと思っております。 

それから、新設ダムとか小見野々ダムの買取とか、先程の吉野川からの水の導水を整備計

画にということでございますが。これあの、先程冒頭で説明もさせてもらいましたけど。

この整備計画、これができたら完全で、万全で、もう絶対大丈夫というものでなくって、

これも一つのステップでございます。そして、この整備計画が 30 年と言いますけど、30 年

間やみくもに突っ走るんではなく、10 年とか 15 年とか 20 年とか、そういう中で技術の進

歩とか経済性とか地域の重要さとか、色んな形が・・・それと進捗の度合いとかそういう

ことが発生する毎に・・・これは一番最初にもお話しました通り、やはり見直しをして、

また新しいものに向けていくというふうなことになっていくと思います。そういう中で基

本方針、そして整備計画、この整備計画もステップ的にこれで万全じゃなくて次から次へ

と考えていくという中で、次なる策とかいう中に、その時の社会情勢など考えながらとり

こめるのか、とりこめないのかそういうふうなことを検討していかなくてはいけない課題

だと思っておりますので、なにとぞご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

○司会 

それでは引き続きご意見・ご質問・・・はい。どうぞ、そちらの方。 

 

○地域住民 Ｃさん 

長生町からきました、○○ですが。 

昨日相生で桑野川の一の堰のところの、この水門の操作はどのようにしているのかという
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質問をした結果、そこは自動的に洪水が起こる前に作動しますよと言われたんですが、こ

の作動って言うのは自動的にと言うのは人の手でなく、機械によって全て作動されるんで

しょうか？それとも、そのどのような方法で作動してるのか教えて欲しいのと、もう一つ

その水門が作用しているかどうかというのは、国交省那賀川河川事務所でモニターで観察

しておりますということですが、そのモニターを見られてる方は専門の方なのか、専属の

方なのか、職員が洪水になる前に作動してるんかどうか見るのか、どんなものか。それも

お知らせ願えたらと思うところでございます。それともう一つ、大津田川の水門でござい

ますけど。これがどのようによって作動されるのか。その点も知らせて欲しいと思います

ので。よろしくお願いいたします。 

 

○司会 

どうもありがとうございます。 

桑野川の一の堰の操作について、それからそれに関連してモニターはどのようにされてい

るかということ。それから、大津田川の水門の操作につきましてのご質問だと思いますけ

ども。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

管理課長をしております湯浅です。 

一の堰の操作が自動操作で、どのようになったら動くのかというご質問だったと思います。

一の堰につきましては、自動的にゲートを開けるためのですね、上流側の水位がどの水位

まできたら開けるかどうかというような設定ができるようなゲートになっていたと思いま

す。で、そういう設定をしておきますと、水位が上がった時に自動的に上がっていくと。

また、もう一つは手動でもですね、もちろんゲートを上げたり下げたりとか、そういうこ

とができるゲートだったと思います。また、そのゲートは開いたことについて、事務所で

モニターをしております。テレビカメラをつけておりまして、事務所の、各課の全員が見

れるようになっておりまして、そういう開いたかどうかの管理については十分できるよう

になっております。あと・・・。 

 

○司会 

大津田川の水門です。の、操作。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

大津田川の樋門の操作は通常樋門につきましては、どこの樋門も同じですが、本川の大津

田川で言います桑野川の水位がある一定以上の高さになって内水被害が発生しそうになる

時ですね。逆流する時、本川から支川の方に流れ出す時に樋門を閉めるというような操作

をするというようになっております。 
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以上です。 

 

○司会 

どうぞ。 

 

○地域住民 Ｃさん 

申し訳ございません。私の問い方が少し悪かったように思います。 

その一の堰が自動的に作動するのは、誰がするのかということをお尋ねしてるわけであり

まして。また、大津田川の水門は誰が管理して、どのようにして作動させるのかというこ

とでございます。それで、大津田川が作動しない時はどのように国交省の方は、県の方は

これをモニターとか何かでこう、観察できるのかそういうものがありましたら。それとも

全然もうこれは知らんわと。勝手にその大津田川の水門というのは人に任せてある。その

人が開けたり閉めたらいいんだという訳ではないと私は思うんですが、その点よろしくお

願いしたいと思います。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

大津田川の樋門をどうやって閉めるかということでございますが、また操作人のことです

けど、大津田川の操作人につきましては、那賀川事務所から操作員を委嘱しておりまして、

その方によって開け閉めをしていただくということをお願いしております。 

それと閉めるのは、そういう先程申しましたように逆流防止のために閉めるということで

ございますので、現地を見ておりまして、桑野川から支川の方に流れ込みだすと閉めてく

ださいと。そういうような形で操作をお願いしております。そういったことにつきまして

は、毎年どこの樋門の操作人の方も来ていただいてですね、全員どういうふうにしたらい

いのかという研修会もしておりまして、そういったところで周知させてもらっております。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

すいません。今のことで補足というか、させていただきたいと思います。 

一の堰の操作は誰がやっているかという話でございますが。一の堰は一の堰の土地改良区

がありまして、その土地改良区の施設でございます。だから、一の堰の土地改良区の方が

管理をしてゲート操作もされてます。ただゲート操作をするに辺りましては、洪水があっ

て、そのまま閉めっぱなしというふうになると、川が溢れた場合いけませんので、それに

つきましては、いわゆる雨の情報そして河川の水位の情報など見ながら、一の堰の土地改

良区の方で管理をしていただいてます。それと、それから私たちの方で上流域の雨の量と

言いますか、そういうふうなものがテレメーターと言いまして雨量の観測所を持っており

ます。この観測所から無線で私の方の事務所の方に情報が入ってくるようなことになって

おります。そういうふうなのを見まして、これだとこのまま雨が降ると河川の水位がどん
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どん上がっていくというふうなことになる予想がつきましたら、一の堰の土地改良区の方

にそろそろゲートを開けてくださいというふうなことを言うこともあります。だからそう

いうことを言って、そしてゲートを開けてくださいというふうなことを言ったり、そして

ゲートを開けなくてはいけない状況になったりしますと、先程も言いましたモニターの方

で見ながら、開けだしたなとかいうふうなことがわかるような仕組みになっております。

一応そういうことで、全て機械で、電気で行う訳ですけど、どうしてもその大津田のこと

に関しましても、一の堰に関しましても機械で・・・電気のストップだとか色んなことに

なった時には、最後の手段は手動ということで、昔ながらの手回しというふうなことにも

なるかもしれませんけど。今、全てそういうその機械の方でゲートが動いている状況でご

ざいます。 

 

○地域住民 Ｃさん 

関連。関連。 

 

○司会 

はい。どうぞ。 

 

○地域住民 Ｃさん 

今よく説明をしていただいてわかったようなつもりですけれども、わからないようなつも

りもございますのでもう一度正したいところでございますが。 

その大津田川の樋門にもしそれによって災害等が起こりました場合とか、一の堰の樋門の

操作によりまして災害が起こった場合に、災害というのは多分私がこの災害というのは内

水の問題でございますが、そういうものが起こった場合に、国交省は責任を取っていただ

けるのか、取れっていうのは無理な話だけど、どの程度まで責任が取れるのかお知らせを

して賜りたいと思うのと、もう一つ、桑野川引堤関連事業これによりまして、色々の事業

が行われる予定であり、行われつつあるのですが、それにもよって災害が起こった場合は、

それもどのようにして、どのようなところが責任を持ってくれと言うのも難しい話だけど

もどのような手続きをなさるのかお伺いしたいところでございます。 

それともうひとつ、その桑野川の基本高水、計画高水について確認をしたいのでそのこと

についても。 

 

○司会 

すいません。 

一旦先程までの関連した質問・・・・。 

 

○地域住民 Ｃさん 
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関連してますのでちょっと待って。もうすぐ終わりますから。 

計画高水についても確認をしたいので教えて欲しいと思います。そして大津田川の基本高

水、計画高水についても教えて欲しいと思いますのでよろしくお願いを賜りたいと思いま

す。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

よろしいですか？ 

 

○司会 

はい。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

一の堰とか大津田川のその管理がうまくできなかった場合、どうなるのかというお話だと

思います。そういうことにならないように、当然一の堰の土地改良区の方にも、その毎年

のように、毎年ですがそれぞれ一の堰に限らなくて、そういう水門・樋門、これは市の水

門も樋門もございます。それから、そういうふうなものにつきましても、操作のこととか

そして設備がいいのかとかいうふうなことを一緒になって合同で調査などをしております。

そういうことで、いわゆるそのゲートの動きが悪いとか、そして操作が遅れるとかそうい

うことがないように努めているつもりでございます。 

ただ、そうは言いながらどうしても人の動かすものでございますので、何かトラブルとか

そういうふうなことが発生するかもしれません。その時、どういうトラブルになるのか予

想だにつかないところでございますが。やはりそういう時には、そういう被害に合われた

方などと色んなお話をさせていただくことになろうかと思っております。それともう一つ

大津田の計画高水とかいう話でございますけど、計画高水の流量がご要望ということなん

でしょうか。それとも、計画高水の、何をお話すればよろしいのでございましょうか。 

 

○地域住民 Ｃさん 

計画高水の量もそうでございますが、災害が起こりにくい、内水が起こりにくいところの

高水、それと災害が起こる場合を想定するなら、その起こるところの高水量を教えて欲し

いとかように思います。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

桑野川の計画高水流量、文字通り計画高水流量はこのお配りしております基本方針、中の

ですね、10 ページに書かさせていただいておりますけれども、大原地点。桑野も大津田の

辺りも一緒ですけれども、1,300m3/s です。 
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○河川管理者（徳島県） 

徳島県河川課の徳永です。 

大津田川の整備目標については、修正素案 84 ページ河川整備の目標に関する事項 4-4 の大

津田川のところに、将来目標は 90m3/s と。で、今回の整備目標 30 年間で行うというところ

は、50m3/s ということで記載しております。 

 

○司会 

はい。どうぞ。 

 

○地域住民 Ｃさん 

ちょっとすいません。私の方の問い方が悪うございましたので、もう一回野本課長にお尋

ねをいたしたいと思います。 

桑野川の高水、この場所なんですが、大原のところ。その大津田川の付近の高水量を教え

て欲しい。確か 930m3/s ではないんかなと、かように思うんですが。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

先程も確認させていただきました。計画高水流量とおっしゃったので、1,300m3/s と言いま

した。で、今回の整備計画の目標流量は、950m3/s です。よろしいでしょうか。 

 

○地域住民 Ｃさん 

ちょっとすいません。 

また、尋ね方が悪かったと思うんですが、計画高水とそれと基本高水と、こう私はお尋ね

したはずなんですが。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

計画高水流量も 1,300m3/s です。 

 

○地域住民 Ｃさん 

わかりました。 

 

○司会 

それでは、どうぞ。 

 

○地域住民 Ｂさん 

２点ほどちょっとお願いしたいと。 

一つはお願いと一つは質問という形で。 
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立ち木の伐採の件なんですが、先程のご説明ですと、古毛の堰から上というようなお話さ

れてたような。と申しますのは、一昨年ですか。大京原の橋の上下に相当な柳の木その他

の立ち木があったと。それがあのひと水で、ほとんど埋まったり流出したりという現象が

ありました。実はその流出したあれだけの柳がどこに行ったと思いますか？これはもう、

下へ下がった、間違いないと。一部は浅い海岸で、多くは深い海底に沈んでおります。私

たちはそれを網で引く時に、あの 10ｍ越すような枝つき、葉つき、根っこつきというよう

なものを網にかけてしまう訳ですよ。もう非常に難儀します。人によってはチェーンソー

持って行こうかとか。もちろんのこぎりは、手ノコはしょっちゅうのことです。何で大き

いのこぎりを持って行かないかんのんか、というような。これは、状況がそういう状況で

非常に難儀しております。で、伐採に関しましてはですね、これは上もそれは確かに水を

流すという意味では非常に大事だと思いますけど。下流においてもね、やっぱり次の水で

どの瀬が取られそうだなというようなところもまず優先してですね、伐採除去していただ

きたい。根っこなら根っこだけなら、まだちょっとしよいんだけども。もう大きなものが

どっさりかけてしまうと、にっちもさっちもならんのんでね。まずこれは一つ。 

もう一つはね、河川維持水量についてちょっと質問したいと思います。計画修正案の 67 ペ

ージですか。河川整備の基本理念というところに、各産業バランスのとれた河川行政とい

うようなうたわれているのは非常にありがたいことです。しかしながら、88 ページの下か

ら５行目ですか。４ていうところのね、汽水域について、現在有している良好な河川環境

という文言が入ってます。で、今の河川環境が良好なんでしょうか。これについてひとつ

質問したい。ご返答もらいたいと。 

もう一つは河川維持用水というのを、用語の定義をみますと、やっぱり各漁業も含めて、

影響のない状態というような解説になっておるようです。まず、それ用語としてはそうな

んでしょうけど、実際に今申しました、88 ページの良好な河川の環境って言うのは、どな

たが判断してこういうふうな結果になったのか。是非お聞きしたい。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

すいません。事務所の管理課長をしております湯浅です。 

まず立ち木の伐採の件で、お話したいと思います。下流域で、その立ち木の伐採をしてま

すのは、特に河岸の洗掘ですね。深掘れしている箇所の対岸にある立ち木について、優先

的に伐採を進めているところです。具体的に場所を申し上げますと、那賀川橋の上流側で

すと、右岸側の箇所、南岸側ですね。たくさん生えてた箇所とか。・・・あ、古庄の橋で

す。上流であれば、あの南岸側。下流であれば北岸側のところに木が生えてたと思うんで、

そういった所を伐採しています。先程申し上げましたように、その対岸側がですね、その

木が生えたことによりまして、深掘れが進行しておりまして、根固ブロックが流されて、

護岸が壊れそうになってきてますので、そういったところから優先的にやっておりますの

で、予算の範囲内でやっておりますのでご理解の程よろしくお願いいたしたいと思います。 
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○地域住民 Ｂさん 

あのね、水を流すだけじゃなくてね、柳とか、 

 

○司会 

マイクをお願いします。 

 

○地域住民 Ｂさん 

もろもろの根っこつきの流された樹木がですね、下へ流れるのは非常に迷惑なんです。浮

いとってくれればいいけど、あれは沈みますんで。流れる可能性のあるところから伐採し

てくださいと、そういうことです。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

あの、ちょっと今の補足させていただきます。 

そういうことだとは思っておりますんで。確かに切る時期も洪水前とかではなくって、い

わゆる冬場の早期に切るとかですね。そういうふうなのに心がけておりますし、切る順序

も下流からなのか、上流なのかとかそういうことも色々考えておるんです。下流からずっ

といくと、いきなりなのか、上流から徐々に徐々にいってうまく上流・・・切った根元と

言いますか株と言いますか、それが砂に隠れていきながら、最後のあしに全てが隠れてし

まえるというふうなことなんぞも考えたりしまして。いきなり切っていきなり根がとんで

行くとか、それから、先程言いましたように切ったものが洪水の時にまだ残ってるとか、

そういうふうなことにならないようには努めてはおるつもりでございますので。これから

もそういう形で注意しながらやっていきたいと思っております。 

 

○地域住民 Ｂさん 

小野所長、１回引っかかったら陸へ上げる時、連絡しますんで見に来てください。どうい

うもんか。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

河口域の汽水域の環境の、何て言いますか・・・評価と言いますか、っていうのはですね、

まず一つは先程もちょっとお見せしましたけれども、今までに我々が毎年のようにやって

きた、こういう魚類とかですね、甲殻類とか植生とかの調査結果を元にですね、こういう

ものがたくさんいるということを確認しているので、一部特にワンドの部分とか干潟の部

分には良好な環境が残っているというふうに考えています。そして、ただ・・・次のペー

ジ・・・ちょっと先程の目標の部分はですね、その部分だけを書いてしまったところがあ

って、ここには１部、コンクリート護岸や根固ブロックが連続している区間があって動植
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物の生息生育環境に影響を及ぼしているとかいう評価もさせていただいておりますので、

全てがいいということの中で、目標をちょっと書いてしまっているところがあって、そこ

はちょっとご了承ください。こういう評価でございます。いいところもあるし、悪いとこ

ろもあるという評価でございます。我々の評価です。 

  

○地域住民 Ｂさん 

・・ 

 

○司会 

すいません。マイクを通して発言お願いします。 

 

○地域住民 Ｊさん 

もうええわ。 

 

○司会 

すいません。 

 

○地域住民 Ｊさん 

もうええわ。あんま時間ないやろ。 

 

○司会 

すいません、他人の発言に、あの・・・。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

はい。マイク、マイク。 

 

○地域住民 Ｂさん 

藻類も含めて収獲できるような環境に整えてもらいたいと思います。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

はい。わかりました。 

 

○司会 

すいません。お時間が大体きておるようですけれども。まだご発言されていない方でです

ね、どうしても発言したいという方がいらっしゃいましたら・・・まず、じゃあすいませ

ん。こちらの方から。 
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○地域住民 Ｉさん 

那賀町の和食の○○でございます。今日が整備案の修正されたものの最後の日でございま

すのでどうしても修正しておいてもらいたいと思うことについて発言させていただきます。 

９ページですわね。９ページの間違いですわね。たくさんありましたけれども。それを第

１番に修正しておいてください。その次にですわね。今漁業組合の方からご質問がありま

した、那賀川の水質、あるいは濁り問題ですわね。それが非常に異様な感じがするような

書き方をしてありますけれども。ＢＯＤから言いましたら確かに流域に人家が少ない関係

上非常にいいですわね。が、しかし、濁りというものはね、私は毎日のように観測いたし

ております。とにかく、現在でも、和食辺りになれば２度程度の濁りですわね。２度と言

いますと、川に潜って、それで昔は水眼というのがあったんです。水眼で、こう見ますと

昔はこちらからですね、川の向こうの端まで見えよった訳です。現在では、大体１度で１

ｍぐらいですわね。それで２度ぐらい濁りですから大体 50cm ぐらいしか見えんです。です

から、那賀川のアユのどうしても必要であるケイソウ、それが生えませんし。それからの

りなんかですわね。それも生育ができにくいと、そういうふうな結果になっております。

ですから問題は、これ皆どこにあるかって言えば、長安口のダムですわね。ダムに原因が

ある訳なんです。ですから、長安口ダムの堆砂の問題、これは色々な意見が出てきました

けれども、第１番に年間に 30 万 m3程、現在 1,500 万 m3の土砂が堆積されております。それ

でその予備軍というものが、まだ 200 万 m3ぐらいありますわね。ですから、それをどのよ

うに除去するかと。ダムの中に入ったものはですわね。これはもうとにかく、なかなか後

に除きにくい訳です。それで現在長安口ダムの 28％がその土砂で埋まっております。です

から、あとあとくる土砂。それはいっぺんに来る場合が多いんですけども。徐々に入って

くるのであれば、簡単に除去できるんですけども、大洪水、山林の崩壊がありましたら、

一度に何百万㎥ってもんが流入してくる訳なんです。昭和 51 年ですわね。1976 年ですか。

その時に、17 号台風っていうのがありまして、これは木頭川に本流の方に集中豪雨があっ

た訳です。90mm～80mm 程度の集中豪雨がありまして、それで一度に 200 万～300 万 m3の土

砂の発生がありまして。それで、小見野々ダムにそれがほとんど堆積されて、それでそれ

を乗り越えた粒子の小さいものが長安口ダムへ流入してきた訳です。ですから平谷から、

長安口ダム上流の平谷からずーっと出合にかけまして、泥沼の川になってしまったわけで

す。微粒子で。そのために昭和 51 年～62・63 年にかけて長安口ダムは真っ赤になり、それ

から下流の川は 365 日１日たりとも、その澄んだ水を見ることができんような川になった

訳です。で、それが年月をかけて徐々に直ってはいったんですけれども、しかし、やはり

いっぺん集中豪雨があって洪水になれば、約 25 日、私が計算しておりますのは、必ず 25

日間ですわね。その黄色い濁り。最初は 200 度くらいの濁りから段々澄んでくるのが、澄

んで元に回復するのが 25 日かかる訳です。25 日。ですから、その間もう、とにかくたまら

んのですけども、またそこでいいかげんな集中豪雨がありましたら、その夏はもうとにか
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くずーっと秋にかけて、濁ってしまうわけです。秋にまた集中豪雨がありましたら、もう

とにかくその年は濁り水の中で・・。 

 

○司会 

すみません。○○さん、簡潔にお願いできませんでしょうか。 

 

○地域住民 Ｉさん 

だまっとれ。そういうふうなこと言うな。今本論に入ってる訳だから、な。これを言わな

んだらじゃ。この、今日の、要するにこの整備計画の住民に聴く会のその締めくくりはで

きんわけじゃから。 

 

○地域住民 Ｊさん 

簡単に言うて。お前だけちゃうねん。簡単に言うてくれ。すまんけど。 

 

○地域住民 Ｉさん 

これは聞いてもらわないかんわけだ。 

まあとにかく、そういう訳で、長安口ダムのこの堆砂、これを除去するのにはどうしたら

いいかという問題ですわね。さっきそれを、ケーブルみたいなものでロープウェーみたい

なものですか。それでまた海岸の方へ戻したらいいと、まあそういうような案もございま

した。それも確かに、一つの案ですけど、なかなか難しいですけどもね。それも一つの案

です。しかし、国土交通省の方ではその土砂をバックウォーターの十二社のある付近。坂

州の。それから、上の追立ダム。あそこに溜まってきますあそこの貯砂ダム的な役割を果

たしております追立ダム。あそこの辺りのものを、その約この前聞きましたところにより

ますと、10万～20万m3それを除去すると。それは確かに緊急的に除去せないかんですわね。

私も、それはもうもちろんせないかんと思います。しかしそれは、ものすごく那賀町の全

体の国道の通行に対してものすごく影響を大きく及ぼしてる訳なんです。そこに持ってき

てですわね、今採っている２万 m3の 10 倍の 20 万ということになりますと、那賀町はダン

プ蹂躙のですわね。…になってしまう訳です。もう非常に困る訳ですわ。ですから、それ

ばっかり、１年～２年だったら我慢できますけど、それを何十年もの間永久的にやられる

ってことになったら、これはたまったもんじゃないです。ですから、それをそういうこと

にならんように、できるだけ早く緊急的な問題としてそのバイパスの研究・調査をしてい

ただきたいと思います。それ以外にはですね、那賀川の長安口ダムの堆砂を処理する方法

っていうものはないと思います。よろしくお願いします。 

それがまたですわね、その砂・バラスっていうものが河川環境、昔の川のような砂レキの

豊かな清流を取り戻すための影響っていうものは大きくあると思います。それで、よろし

くお願いいたします。 
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○河川管理者（国土交通省） 

那賀川河川事務所 調査課長 野本でございます。 

９ページの流量、被害のお話で、この前の時から色々ご示唆をいただきまして、我々とし

ては一つは流量は流量年表…。前からも何度も言っておりますけれども、我々の先輩方が

一生懸命測った流量です。公表させていただいている流量です。これを直すことはなかな

か難しいと考えています。ただ、被害の方は色々な統計データがございまして、取り方が

ございますので、この前からも色々ご意見をいただきましたので、再度確認をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○司会 

ちょっとお待ちください。回答を先に。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

那賀川河川事務所の小野でございます。 

ただいま、○○さんの方から貴重なご意見をありがとうございます。 

これは長安口ダムの那賀川流域というのは、いわゆる四国の中でも、三波川帯と言いまし

て、非常に山が脆弱で、いわゆる崩れやすい山ということになっております。 

だから、昭和 51 年、そしてこの平成 16 年と、本川流域、支川流域というふうな中で、分

割された洪水が２回起きた訳ですけれども、その後も小さな洪水で山が脆弱な関係から、

上流域の山腹などが相当荒れている状態になっております。 

そういう中に長安口ダムがある訳でして、この長安口ダムというのは、私も色々な会場で

お話をさせていただきますけれども、流域で唯一のダムです。皆さんのご意見の中にも、

もっと治水計画、利水計画が足らないのではないかというふうなお話がございまして、本

当は次から次へと何か新しいものを模索していかなければならないんですけれども、やは

り色々な社会の条件とかもございまして、唯一ある長安口ダムをいかに有効に、いかに長

く使うかというふうなことを考えなくてはいけないということで、徳島県の方から、国の

方でやってくれないかというお話がございまして、そういう中でこの４月から事業に着手

させていただくところでございます。 

そういうことで、そうしたら、やはり崩壊しやすい山を抱えていると、上流からたくさん

土砂が入ってくる。今までも入っていますし、今日も入っています。そして、明日からも

水が流れてくるかぎりずっと入ってくるんだと思います。 

それは、やはり急ぎ、これ以上貯水池を土砂で埋めるということをゼロにすることはでき

ませんけれども、少しでも土砂を取り除いて、少しでも長くダムを有効に使えるような形

にもっていきたい。ということで、確かに人力的で色々なことをするというのは、非常に

文明・文化の栄えたこの時代にナンセンスでないか、おかしいのではないかというふうな
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気もしないわけではありませんが、私が思っているのは、やはり今たちまちにできるのは

機械的であれ何であれ、馬鹿と言われようと採り除くしかないと思っています。 

そうは言いながら、本当にそうしたら、先程言っていただいたように、色々な方策を考え

たら、日和佐の方から建設当時はリフトのようなもので来たから、リフトやベルトコンと

いうふうなもので持って行く方法もあるのではないかとか、ダンプでどんどん運んで行く

と今でもきついのに、これ以上運んで行くと、道路がダンプ状態になって、一般の通行に

支障があるのではないかというご心配も…。恐らく始まったら、どんどんとますますそう

いうことが大きくなっていくかもしれません。 

だけど、初めから、一度に大量に持っていくというふうなことでいくと、色々不具合な状

態が始まります。それは川に砂を戻すこともそうですし、皆さんに協力していただいて、

受け入れ先を何とか作っていきたいと思っているんですけれども、もしそういう所が本当

にあったとしても、それでも一度に大量にそういうことを始めていくと、また、そこはそ

こで不具合が生じていく。 

だから、小さなことをこつこつとではないですけれども、やはり一つ一つ積み重ねていき

ながら、何とかこの長安口ダムの命を永らえさせて、そして、皆さんのいわゆる産業が栄

えるという…。 

この産業が栄えるという意味は、ただ産業誘致、工業誘致ということでは全然ございませ

ん。これは農業とか色々な就業の場が長安口ダムの改造、那賀川の河川整備計画をつくる

にあたって、一番大事ではないかと思っている次第です。 

だから、色々言いますけれども、やはり那賀川のこれからの流域のためには小さなことを

こつこつと積み重ねていくことが一番大事だと思っております。 

それから、もう一つ色々な排砂バイパスとか色々な事業が他所でやられている訳ですけれ

ども、これも例えば、天竜川上流にあります美和ダムにあるバイパストンネルなどになり

ますと、工事だけでも５年かかっています。その上に、本当に具体的にできることになる

かという調査となると、それの３倍も４倍も、私の記憶でいくと 20 年ぐらいかかっている

と思っています。だから、その間どうするんだと言えば、色々方策を考え、色々なことを

しながら、色々な調査、研究をして、次に続けるというふうなことに持っていきたいと思

っておりますので、何卒ご理解の程をよろしくお願いいたします。 

 

○司会 

すいません。引き続きいいでしょうか？ 

 

○地域住民 Ｊさん 

ちょっと待ってください。 

 

○司会 
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どうぞ。 

 

○地域住民 Ｊさん 

○○というんですけれども、今日の会議は何時までですか？ 

 

○司会 

４時半まででございます。 

 

○地域住民 Ｊさん 

とういうことはね、岩男さんですか？ それだったら４時半がきたら一応会場に納得する

ような形の運営をしないと、我々も･･けれども、時間というのは守らないと、それぞれの

仕事があるし･･意見を的確に求めて、的確に答えて、時間内に終わるような会議システム

ではないですか？私の言うことは間違っていますか？ 

 

○司会 

いいえ、間違ってはございません。 

 

○地域住民 Ｊさん 

･･だから４時半がきたら、一度あなたが皆さんに「この後会議をやりましょうか？あと３

時間ぐらいやりましょうか？」と聞いたら、我々も納得しているし、そこはきっちりして

おかないと、そんなことをしていたら 12 時まででも皆やりますよ。私も言いたいことはあ

りますけれども、皆さん大勢いるからできるだけ控えておる。そこ、あなたちょっと間違

ってますよ。 

 

○司会 

申し訳ございません。 

 

○地域住民 Ｊさん 

何回運営してきたのかわからないけれども、･･そういうことは私はないと思うので、もう

少し簡単に答えたらいい。これだけ素晴らしい整備計画のレジュメがでているんだから、

その中で抜粋して、どれとどれが悪いか、どれとどれがいいのか聞くぐらいは聞いても、

全体的に聞いても現実的にそれ以上は直らないでしょう？直せるんですか？これを直せと

言ったら直しますか？ 

 

○司会 

直せるところはできるだけお聞きして、直していきたいと思っておりますけれども。 
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○地域住民 Ｊさん 

今までのお答えでほとんど直っているところはないでしょう？えらい人が答えたけど、ど

こをどう・・、小野所長が答えても漠然とした答えしか出ないじゃないですか。佐和さん

が言っても漠然とした答えしか出ません。それだから、時間は時間で守った方が、これか

らあなたのためにもいいんではないですか？･･ 

 

○司会 

すいません。ご意見ありがとうございます。確かに会の運営でまずいところがあったこと

はお詫び申し上げます。ただこの会は皆様のご意見をお伺いして、なるべくそれに対して

回答したり、反映したりする会でございます。非常に申し訳ございません。会の時間は４

時半までとしておりますが、他の会場でもなるべく多くの方からご意見を聞きたいという

ことで、多少は延長をさせていただいております。もし差し支えなければ、もう少しだけ

時間をとらせていただいて、引き続きご意見をお伺いしたいと思っているんですけれども、

よろしいでしょうか？ 

 

○地域住民 Ｊさん 

何時までする？時間を決めようよ。 

 

（時間を決めてください） 

 

○司会 

すいません。わかりました。今の時点でご意見を申し上げたいという方はどれぐらいいら

っしゃいますでしょうか？３名の方ですね。 

あと３名の方がいらっしゃいますので、その３名の方のご意見をお伺いした段階で終了さ

せていただきたいと思います。それでは、今お手を挙げられた方、どなた方からでも結構

ですので。では奥の方。 

 

○地域住民 Ｈさん 

先程森林について話しました。皆さんに渡っていないものもあると思いますけれども、間

伐の勘どころとしましては、ここの図に描いているようなことが正解な間伐ということな

んです。 

その他に森林ですけれども、今、乗用車１台で、こんな面積が買えるのかというぐらい立

派な森林が買えるんです。皆さん、森林と環境をよく言われるんですけれども、徳島で、

売りがいくらでもあるのに、なかなか住民が買ってくれないんです。それは山林経営者と

してもたなくなってきているんです。だから、10 町あるいは５町といくらでもあります。
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こんなに安いのかと、とにかく 100 万、200 万を出せばこんなにいい山が買えるという状況

です。 

それなのに、徳島の人はほとんど買ってくれません。ほとんど高知県とか他の県外の人で

す。私も今、600 町歩を木頭で売りに出しているんですけれども、買ってくれません。その

値段は 1,800 万円です。最初は 600 万円だったんです。それでも買ってくれないんです。 

祖谷のかずら橋というのがあるんですが、そのかずらは営林所と私の山から採っているん

です。そのかずらの山はフジュウ山林と言うんですけれども、そこを売りに出して…。こ

れだけ徳島県で水と環境を言われるのに買っていくのは県外の方なんです。なんぼにも徳

島県の方は山を買ってくれないんです。 

だから、環境を特に言う人は、言っているのと実行が…。山の値段がどんなものかという

知識がないんだと思うんです。税金は安いし、水と森林以外は色々なメリットがあるんで

すけれども。 

その森林について、徳島県内で環境についてはよく言われるんですけれども、山林は経営

が伴っていますので、ここの図にあるような間伐をしないと森林の価値がないんです。だ

から、簡単にこの勘どころという写真だけをコピーしたんですけれども、この写真のよう

な間伐が正解なんです。日光がさんさんと入るようなものをつくれば、ウラゴケで、枝太

で、養分の流れが違いますので、良材ができないんです。低質材になるんです。 

だから、環境と水という点で、とにかく徳島県内の人はもっと徳島県の山を買って欲しい

というのが私の最大のお願いでございます。ご意見というのは要りません。とにかく山は

売りがいくらでもあります。それを 100 万ぐらいのちょっとした小遣いの程度でいくらで

も買えるんですから買って欲しいというのが私の願いです。以上です。 

 

○司会 

どうもありがとうございました。 

それでは、引き続き残り２名の方ですけれども、どうですか？どちらの方からでも結構で

すけれども。 

 

○地域住民 Ｋさん 

阿南市富岡町の○○と申します。今回の修正素案の色々な意見、皆言われておりますけれ

ども、我々は流域住民の代表である「那賀川流域フォーラム 2030」の提言を受けて、この

素案が作られたと思うんですが、この「流域フォーラム 2030」が２年半の期間をかけて、2

9 回の会議をして提言をした内容につきまして、私も中を見せてもらいました。 

この素案についても、その提言を受けてやっている関係から、大きな方向の違いはほとん

どありません。提言もほとんどこれに含まれているようでございます。色々な意見もある

でしょうけれども、私といたしましては、今後この素案について次のステップに進んでい

ただいて、この素案を形にして欲しいと願っております。 
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概ね 30 年の整備計画と聞いておりますが、我々住民が安全で安心の川づくりを早い時期に

実感できるような計画を立てて、早急に緊急の対策が必要なところからやっていただきた

いと思っております。以上です。 

 

○司会 

どうもありがとうございました。それでは、事務局より回答をいたします。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

ご意見をありがとうございました。実現に向けて一生懸命頑張ります。 

 

○司会 

続きまして、最後の方、どうぞ。 

 

○地域住民 Ｃさん 

長生町の○○ですが、昨日もお聞きしたんですけれども、桑野川の上流、中流、支流の役

目は何かと聞いたところ、私なりの理解が間違っていたら申し訳ないんですが、上流も中

流も下流も関係ないように理解をしたんですけれども。 

下流の方はイベントとか景観が良ければいいとか、運動場で遊べるところがあるとかいう

ように捉えているんですが、上流の方は私は行って調べてないのでよくわからないんです

が…。 

私は上荒井の地区なんですが、私の長生町大原辺りの問題としては、皆さんがたは桑野川

は渇水の時とか利水に利用されていると思うんですが、治水の中の内水の問題についてあ

まりにも知っていただいているところが少ないと思うので、これから意見を述べたいと思

う訳でございます。 

まず、大津田川の水門の…どう言うんでしょうか？１時間に 100mm ぐらいのものは処理が

できるだろうと思う訳でございますが、もし 100mm が降った場合に、どれだけポンプが稼

働できるのかお知らせ願いたい。もう一つは、このポンプ２機をフルに稼働した場合、ど

れぐらいの時間稼働できるのかを教えて欲しいと思います。それが済めば本論の方に入っ

ていきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

那賀川事務所の野本でございます。 

今のお話は昨日からの続きのようなお話なんですけれども、桑野川、大津田川のポンプの

ことにつきましては、この「桑野川床上浸水対策特別緊急事業」というパンフレット…。

後ろに置いていないかなあ。今お持ちのやつです。この中に書いております。 

具体的には今 100mm の雨が降った時にポンプで汲み出せるのかというお話でしたけれども、
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100mm の雨が降っても、樋門が閉まっているかどうかが大事でして、11 年６月洪水はこの

パンフレットのＱ＆Ａというところにどういうふうなポンプの効果があるのかというよう

なことも細かく書いてありますので、ご覧いただければわかると思います。それでよろし

いでしょうか？ちょっと細かく説明していると… そういうことでございます。 

 

○司会 

では引き続き…。 

 

○地域住民 Ｃさん 

ちょっと今の答弁の答えでは私は納得できないんです。１時間にどれだけポンプで吐き出

せるかという量なんです。それと何時間フルに活動したらどれぐらいの時間いけるのか。

何時間でも稼働できるのかどうかを教えて欲しいんです。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

ポンプの量につきましては、10m3/s ということですので、１時間にすれば 3,600 をかけれ

ばいいので、36,000m3吐けるということでございます。 

例えばこのパンフレットにありますけれども、６時間とかいう時間は回せるポンプ構造に

なっております。あとは燃料の話。燃料を追加すればポンプは回ります。 

 

○地域住民 Ｃさん 

ちょっとお尋ねしてもよろしいですか？燃料を入れるかぎり、何時間でも稼働の機能はあ

るわけですね。１時間に 36,000m3を吐き出す機能は維持できる訳でございますね？ 

 

○河川管理者（国土交通省） 

桑野川の出水においては、そんなに長く回す必要はないと思っています。洪水自体が那賀

川みたいに１日とか、そういう長くは続きませんので、２時間か３時間です。実際のとこ

ろを言えば、５時間、６時間回れば十分吐けると考えております。 

 

○地域住民 Ｃさん 

もう一つ関連で質問します。仮にこの大津田川に 167.2mm の雨量があったとすればどうな

るんでございましょうか？ 

 

○河川管理者（国土交通省） 

167.2mm という雨が何の雨かはわかりませんけれども、我々が計画しているのは 11 年６月

洪水の雨と出水に対応するべくやっておりますので、それ以上の内水を発生させるような

洪水や雨が降ればそれは起こってしまうということです。 
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○地域住民 Ｃさん 

今の 167.2mm というのは、昭和 27 年３月 22 日、低気圧で集中豪雨で、福井に豪雨があっ

た量でございます。この量というのは、未だ１時間の雨量としましては全国第２位の位置

にある訳なんです。そういう雨に対してどうなるのか、私は心配で、心配で…。本当に大

津田川はいけるのか。というのは、私の住んでいる上荒井というのは雨が降る度に家の前

に生活排水と言いますか、水路がございますが、そこが床下すれすれのところまでくる訳

なんです。それでお尋ねをした訳ですが…。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

わかりました。そういった集中豪雨は確かにある可能性はありますし、ただ我々が大津田

にポンプをつけるのは、大津田川の流域全体のことを見ています。その末端の水路が溢れ

るとおっしゃっているので、そのところにつきましては、例えば水路がだれのものかを私

は今すぐにはわかりませんけれども、その水路を大きくする以外にはないかと思いますけ

れども。 

 

○地域住民 Ｃさん 

よくわかりました。もう一つ、時間を早く済まさないといけないのでお尋ねをしていきた

いんですが、その水路のところが実際は問題なんです。桑野川、大津田川の問題より、内

水の問題は、そこに住んでいる上荒井の集落の水の量がどのようにして大津田川、桑野川

に排水を適切に流れていくのかが問題なんです。 

時間もないので簡潔に申し上げますけれども、桑野川というのが大きなパイプとすれば、

大津田川はそれに次に準じたパイプだと思うんです。私たちが住んでいる上荒井地域の

日々の生活排水のパイプはほんの小さなパイプでございます。 

人間にたとえたら悪いんですが、大津田川は静脈であり、桑野川は動脈のように感じます。

私の住んでいる排水は、それ以外の細い細い血管みたいな訳でございます。それで、その

血管から大津田川に血液の流れを良くする方法、桑野川の方に良くする方法、これが解消

しなければ、どう言っても内水の問題は起こる訳でございます。 

時間がないので簡単に言いますが、この中に大原地区にいくら、長生地区、本庄地区と統

計が出ておりますが、これは上荒井地区が入っていないのではないかと私は思うので、そ

こらのことを前もお願いしたんですが、どのようにしたらいいのか教えて欲しい。 

私どもの日々危険を思う…、安心、安全の生活ができる、まず安心の方をとっていただき

たい。その次には、安全の方にしていただきたいと思うので、どんなものかと思って。 

もう時間がございませんので、詳しいことは国交省なり県の方に私が直接伺って行きたい

と思いますけれども、この辺りの回答をよろしくしていただきたいと思います。 
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○河川管理者（徳島県） 

県の河川課の徳永です。 

おっしゃっているのは、たぶんお家の前の水路の話だと思います。我々桑野川の直轄管理

の所は国が整備をしています。県は今、大津田川の方を県道のかきかえということで、狭

窄部の解消を図っております。 

○○さんが言われている所は、水路を阿南市が持っているのか、農業用水として土地改良

区が管理しているのか、私どもの方ではわかりかねますが、一義的には阿南市にご相談し

ていただくのがたぶん一番よろしいかと思います。我々も管理している部分がありますの

で、我々の所ではその水路までは対応できないということなので、まずは地元の阿南市な

りにご相談していただくのが早いかと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○地域住民 Ｃさん 

関連。 

 

○司会 

はい。 

 

○地域住民 Ｃさん 

今の説明でよくわかった訳でございますが、前にもお願いした訳なんでございますが、私

の集落に溜まっている内水を、どのようにして私どもの集落の所から大津田川へ、早く吐

けさすかというところ、桑野川の所にどのように早くさすかというところが問題なんです。

ポンプでいくら汲み上げても、そこに溜まっている以上は、床下ぎりぎりの所に水位がい

つまでもいる訳なんです。 

私どもの用水か排水かわかりかねますけれども、その部分の末端の方、大津田川へ行く所

に県道筋がございますので、そこは県が管理していると思われるんです。それ以外の所は

市が管理したり、土地改良区が管理していると思うんでございます。 

「阿南市の方にもよくお伝えしておきます」ともらっているんですが、それでお願いする

のは、ここからは私のお願いばかりなんでございます。365 日安心して生活できるのは、国

交省の方、県の方、行政の方にお願いするしかない訳でございますので、「阿南市にその

ようにお伝えしてあります。」と前回もらっていると思うんです。 

阿南市にお願いに行っていただくとすれば、まず市長さん、市民安全局、市民環境部長、

担当課、産業部長、各担当課、建設部長、担当課、森長理事、それと特定事業推進課の課

長さんに、よくよくお話をお伝え願いたいとかように思う訳です。伝えるだけでなく、伝

えた結果どうなったかということを情報開示していただきたいと思いますし、そのように

小さなことでも情報開示していくことが、この那賀川水系が少しでもよくなっていくので

はないかと思う次第でございますので、よろしくお願いします。 
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それと、最後に、那賀川というのは、やはり長安口ダムの清流が還ってこないと色々な問

題も解決できないのではないか、そこをどのようにしていくか、もう少し皆さんでフォー

ラムの中だけでなく、色々な方の意見を聴いて、お互いの知恵を出し合って、那賀川と私

たち地域に住んでいる住民と、生き物、人間、水と命のあるもの全ての共生、共栄を考え

ていかなければ…。 

なかなかフォーラムの中だけで基本方針をしていただくことは大変なことだったと思うわ

けでございますけれども、最終的に行き着くところは、やはり行政も皆さんの意見をよく

聞くことが大切ではないか。 

結果的には、できるものは早くして、時間がかかるところは色々知恵をもう少し出さない

と…、でなければもっと時間を取るというように進めていって欲しい。 

本当は那賀川の自然を壊した人間の知恵というのが、やはり長安口ダムの悪の根源と常に

考える訳でございますので、その根源をした人間がうまく知恵と技術と知識を使って、元

の那賀川に近い状態に早くかえらせていただきたいと願う訳でございます。 

そのことにつきましても、やはり情報の開示、情報の提示・提出で、小さなことでも早く

情報の開示をすることが、まず解決することの選択肢の一つになるのでなかろうかと思い

ます。 

この意見を聴く会、学識者の会、市町長の意見を聴く会の中で行われた議事、趣旨は早く

まとめなければならないと思いますが、それにそって、議事録もそれと同時とは言いませ

んが近いところで作成していただいて、開示できるように。同時にしろとは申しませんが、

趣旨だけ情報の開示をして、後から会場にあった議事録の情報を得るのではなく、なるべ

く近いところにしていただかないと、学識経験者や市町村の方々も、本当はその会はここ

に来ている方は少ないように思われるので、皆さんこうして申しているというまとめはし

てくれているんだけれども、本当に那賀川を良くするのはどうしたらいいのかというとこ

ろはよくわからないと思うので、そういう情報を早くしていただきたいと願うばかりでご

ざいます。お願いいたします。 

 

○司会 

ありがとうございます。ちょっと質問が長かったと思うんですが、大津田川の話は阿南市

によく伝えていただきたい、今回の整備計画【修正素案】についてはもっと意見を聴いて

いただきい、それから情報の公開をよくしていただきたいという３点が大体趣旨だったか

と思いますけれども、以上でよろしいでしょうか？ 

 

○地域住民 Ｃさん 

ちょっとすいません。阿南市の方は、私のお願いをした各所々にお願いをしてくれという

ことでございますので、そのようにしていただきたいのと、その結果どうなったのかとい

う情報の開示をしていただきたいと願うところでございます。それと、もし色々な問題が
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あるならばどのようにすればそれが解決していくのか、見えてくるような回答を阿南市か

らいただきたいと思うわけでございます。以上です。 

 

○河川管理者（徳島県） 

阿南市にお伝えしてくださいということについて、河川課の徳永が答えます。 

前回「私が伝えます」というふうに答えさせていただいております。私の方から建設部の

方にその旨お伝えしております。それを対策するかどうか含めて、阿南市の財政事情もあ

りますし、阿南市がどう判断するかということで、我々が阿南市にしろというようなこと

は言えません。阿南市も一つの自治体ですので、それぞれ同じ立場ですので、そういう地

元のお話がありましたよというふうにお伝えしております。 

あとは、○○さんなり、地元の方が、こういうふうに困っているんだからこういうふうに

してくれと言うのを直接阿南市の方に働きかけていただくのが一番近道だと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

○地域住民 Ｃさん 

すいません。 

 

○司会 

ちょっとお待ちください。今の意見について、まず回答をさせていただきます。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

残りの２点、情報公開、議事録を早くということについては、できるかぎり努力をして頑

張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

○地域住民 Ｃさん 

関連です。 

 

○司会 

すいません。一応３名の方にお聞きするということで進めておりまして… 

 

○地域住民 Ｉさん 

・・ 

○司会 

すいません。もう１回会場の方に、あと○○さんともう１名の方が発言をしたいと言われ

ておりますが、引き続き続けさせていただいてよろしいですか？ 
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○地域住民 Ｊさん 

すいませんね。帰ります。 

（退席） 

 

○司会 

ちょっとお待ちください。すいません。ここで改めてもう１回、まだ発言をしたい方がい

らっしゃれば今、手を挙げていただきたいと思います。 

 

○地域住民 Ｋさん 

すいません。素案についての質問だったらいいですけれども、他の質問だったらもう終わ

ったらどうですか？ 

 

○司会 

とりあえずご意見をお伺いする会でございますので、もしご了解をいただけるようであれ

ばご意見はお伺いしたいと思うんですけれども。すいません。ですから、時間もだいぶ過

ぎておりますし、この会に意見を聴きたいと思って来られている方もいらっしゃいますの

で、この場で挙げられた方々について、簡潔に言っていただいて、それで終わりにしたい

と思うんですけれども、よろしいでしょうか？ 

それではあと２名、○○さんと、もうひと方ですので、まず○○さんの方からよろしくお

願いします。 

 

○地域住民 Ｃさん 

昨日だったか、その前だったか記憶に忘れてしまったんですけれども、旭ダムについて建

設費がいくらか、建設前にどのような費用が要ったのか、その堆砂バイパスを造るまで住

民の方とどのぐらいの時間を費やしたのかというようなことをお尋ねしていた訳でござい

ますが、それではなく、旭ダムへ視察に行くということで、昨日確か私は質問したと思う

んですけれども、行くとすれば、地域の住民も一緒に連れて行って欲しいと要望しました。 

行くとすれば、私は約束はできないんですが、もし日時が許すならば自費で行きたいと思

うので、同行させていただきたいというようなことを言ったと思うんですが、その回答が

なかったので、ここで改めてお尋ねしたいと思います。 

以上をもちまして、私の今日の意見は全て終わることといたします。あと色々な疑問は国

交省や県にお伺いする時があるかもございませんので、その点を配慮をよろしくお願いし

たいと思います。以上でございます。 

 

○司会 

どうぞ。 
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○河川管理者（国土交通省） 

今の○○さんのご質問についてお答えしたいと思います。 

一つはいくら経費や時間がかかったか、今日も昨日もこういう休日の状況でございます。

だから、まだ調べていない状況です。美和ダムにつきましても、旭ダムにつきましても、

私たちもこれから研究をしていかなければいけないことだと思っておりますので、なるべ

く早く、今日とか明日というお約束はできませんけれども、調べていきたいと思っており

ます。 

それから、私たちが現地に行く時に同行というお話でございますが、私たちのものは、い

わゆる業務の調査ということでございます。この会場におられる皆さんの中にも、そうい

う既設ダムの堆砂の問題に非常に造詣が深い方なんかは、現地に調査に独自で行かれてい

るのではないかと思います。こういうことは誠に申し訳ないんですが、皆さん方で研究し

ていただいて、私たちも研究していく。そして、両方がお互いの情報を持ち寄りながら、

また、先に進んでいければと思っておりますので、何卒ご理解のほどをよろしくお願いい

たします。 

 

○司会 

それでは引き続きまして、どうぞ。 

 

○地域住民 Ｉさん 

こういうふうなところで発言するのはなかなか難しくて、要点だけうまいことは… 年を

とっていますので…。 

昨日の会で私が申し上げました長安口ダムの操作規則の改正の問題について、中途半端だ

ったものですから。 

折角 100 億のお金を入れてオリフィスゲートを造る訳ですから、それを非常に有効に…。 

約 100 万 m3ですから、今までの量から言えば、小さな量なんですけれども、それにしたと

ころで100万m3のダムの洪水調節容量を増やす訳ですから、有効に使っていただくために、

是非とも私が言っている 2000m3/s から放流を開始して、最高 6,000m3/s にとめると。それ

で現実には長安口ダムの基本高水が 5,000m3/s でございます。それはもちろん 6,400m3/s と

いうのはジェーン台風当時の間違いの基本高水だと思います。 

ですから、6,000m3/s にしていただいて、下を 4,900m3/s にしていただいた場合には、大き

な効果ができるわけなんです。それも是非とも研究をしていただきたいと思います。そう

すれば流域の者は非常に今と違って 5,500m3/s で、800m3/s ですか？6,000m3/s で 1,100m3/s

ですか？ それだけのカットができますので、是非ともお願いしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。それだけです。 

それと、言い忘れましたけれども、実はご存知のように長安口ダムは今、この前の台風 23
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号、14 号におきまして、わずか標高 222ｍですね、225ｍまでダムの操作をすることになっ

ているんですけれども、わずか 222ｍで３ｍ残して…。３ｍといえば、約 700 万 m3ですから、

現実に 1,096 万 m3ですから、それから 700 万 m3を引いたら、わずか 600 万 m3ぐらいで洪水

調節をやっているわけなんです。それ以上に水位を上げましたら、平谷の下野地域、ある

いはまた坂州木頭川の日野谷発電所の付近の国道が水没してしまう訳なんです。使えない

んです。なぜかと言えば、それは堆砂の問題なんです。ですから、そこら辺りのところを

是非とも検討されて、新しいダムの操作規則というものを有効に使っていただけますよう

にお願いいたします。 

 

○河川管理者（国土交通省） 

ありがとうございます。ただ今の○○さんのご意見非常にありがとうございます。 

現在のダムの操作につきましては、私もまだこれから勉強していって、県の方でやられて

いるものですので、勉強していきます。 

ただこれは何度も言いますように、放流設備というものを造って、量を増やしまして、操

作のルールも変えていくということですけれども、そうなるとどうなるかということを、

この間から○○さんに言われている訳ですけれども、それにつきましては、これは下流の

河川の改修、平谷地区の改修をやっていきながら、次なるステップに向けて進んでいきた

いとかように思っております。とは言いながら、いわゆる中小洪水、大洪水に向ってどう

いうふうな対応をしていくかというふうなことをこれからもゲート、規模の話も含めまし

て、検討、決定していくことになっていきますので、何卒よろしくお願いいたします。 

 

○司会 

それでは２名の方のご発言が終わりましたので、これをもって、ご意見、ご質問をお伺い

する時間は終了したいと思います。どうもありがとうございました。 

 

 

４．閉会 

 

○司会 

本日は、司会の不手際もありまして、時間を大幅に超過したことをお詫び申し上げま

す。 

またご意見、ご質問につきましては、今後の那賀川水系河川整備計画案の検討にでき

るかぎり反映していくとともに、整備計画の実施の際の参考にもさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

本日、ご意見がいただけなかったということがございましたら、後ろの方に、ご意見
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記入用紙を準備しておりますのでご利用ください。また、こちらのリーフレットにも

ハガキがついておりますので、こちらでご意見をお寄せいただいても結構ですので、

是非ご活用いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

それでは、以上をもちまして、「第２回那賀川流域住民の意見を聴く会（阿南市第二

会場）」を閉会いたします。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

一同 

ありがとうございました。 

 


